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東海支部 知的財産総合対策委員会

相 羽 洋 一

2015/3/3

～著作権の相談に応じるために～

著作権法の概観

①著作者の権利
著作権（狭義）

第三者による著作権の利用（なお出版権）

著作者人格権

②実演家等の権利
著作隣接権

第三者による著作隣接権の利用

実演家人格権

③権利調整規定
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1 著作者とその権利
ａ）著作者の権利

著作者が共有する権利（§１７）

著作者人格権（§１８①、１９①、２０①）

著作権（§２１～２８）

著作者の権利は著作物の創作により自動
的に発生（登録不要） ⇔特許出願・登録
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1 著作者とその権利
ｂ）著作権

著作権は個別の権利（支分権）の集まり

複製権・上演権・演奏権・上映権… （§２１～２
８）

著作者以外の者は著作者の許可なくその
著作物の複製・上演・演奏…ができない

≒特許権者の独占的実施権
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1 著作者とその権利
ｃ）著作者人格権

著作者人格権は３つの権利の集まり

公表権・氏名表示権・同一性保持権 （§
１８～２０）

著作者の一身に専属し，譲渡することができ
ない（§５９）。
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２ 著作物
ａ）著作物の要件

① 思想又は感情を

② 創作的に

③ 表現したものであって

④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

ものをいう（§２Ⅰ①）

⇔アイディア（特許）
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２ 著作物
ｂ）著作物の種類（例示）

① 言語の著作物 ： 小説、脚本、論文，講演など
② 音楽の著作物 ： 楽曲、楽曲を伴う歌詞など
③ 舞踊・無言劇の著作物 ： バレエ、パントマイム等の振付
④ 美術の著作物 ： 絵画、彫刻、版画、書など
⑤ 建築の著作物 ： 芸術的な建築物
⑥ 地図・図形の著作物 ： 地図、図表，設計図など
⑦ 映画の著作物 ： 映画、ゲームソフトの映像など
⑧ 写真の著作物 ： 写真、グラビアなど
⑨ プログラムの著作物：コンピュータ・プログラム

（§１０Ⅰ）
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２ 著作物
ｃ）その他の著作物

① 二次的著作物（§１１）

創作性ある翻訳・編曲・変形・翻案等

⇔利用発明

② 編集著作物（§１２）

創作性ある素材の選択・配列

③ データベースの著作物（§１２の２）

創作性ある情報の選択・体系的な構成
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２ 著作物
ｄ）権利の目的とならない著作物

① 憲法その他の法令

② 国等が発する告示、訓令、通達その他こ
れらに類するもの

③ 裁判所の判決、決定、命令及び審判並び
に行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる
手続により行われるもの

④ 前掲のものの翻訳物及び編集物で国等が
作成するもの（§１３）
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３ 著作者
ａ）原則と修正

著作物を創作する者（§２Ⅰ②）

推定（§１４）

公表時に実名・周知の変名が通常の方法で表
示されている者

共同著作者（共同著作物 §２Ⅰ⑫）

職務著作（法人著作 §１５）

⇔職務発明

映画の著作者（§１６）
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① 二人以上の者が共同して創作した著作物
であって

② その各人の寄与を分離して個別的に利用
できないもの

▶共同著作物の著借者人格権の行使（§６
４）……共同行使

▶共有著作権の行使（§６５）……共同行使

≒共同発明・共有特許

３ 著作者
ｂ）共同著作物
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３ 著作者
ｃ）法人著作（職務著作）

創作をしない者を著作者とする例外

① 法人等の発意に基づき

② その法人等の業務に従事する者が

③ 職務上作成する著作物で

④ その法人等が自己の著作の名義の下に公
表するもの（注：プログラム著作物は不要）

▶その著作者は（原則として）その法人等とす
る（§１５）⇔職務発明
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３ 著作者
ｄ）映画の著作者

映画の著作者

制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して
その映画の著作物の全体的形成に創作的に
寄与した者（§１６）

〇原作・脚本等の著作者を除く

〇法人著作となる場合を除く

〇映画製作者（§２Ⅰ⑩）への著作権の移転
（§２９）
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４ 著作権（支分権）
ａ）複製物の作成

複製権（§２１） copyright

著作物を複製する権利

複製＝複写その他の方法により有形的に再
製すること（§２Ⅰ⑮）

（演劇用の著作物の上演、放送の録音・録
画、建築の著作物の図面による建築を含
む）
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４ 著作権（支分権）
ｂ）複製によらない提供

上演・演奏権（§２２）

上映権（§２２の２）

公衆送信権・公の伝達権（§２３）

放送・有線放送・自動公衆送信（送信可能化）

口述権（§２４）

展示権（§２５）
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４ 著作権（支分権）
ｃ）複製による提供

頒布権（§２６）

映画の著作物特有の権利

譲渡権（§２６の２）

消尽の規定（§２６の２Ⅱ）

貸与権（§２６の３）
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４ 著作権（支分権）
ｄ）二次的著作物に対する権利

翻訳権・翻案権（§２７）

翻訳・編曲・変形・脚色・映画化等

原著作者の権利（§２８）

二次的著作物の権利者と同一の権利

⇔利用発明特許の原特許権者の権利
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４ 著作権（支分権）
ｅ）保護期間

著作物創作の時から原則として著作者の死
亡後５０年経過まで（§５１）

無名変名の著作物（§５２）、団体名義の著
作物（§５３）、映画の著作物（§５４）、継続
的刊行物（§５６）

計算方法（§５７）、特例（§５８）

※改正経過に注意
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５ 著作者人格権
ａ）著作者人格権の種類

公表権（§１８）

未公表著作物を提供・提示する権利

氏名表示権（§１９）

著作者の実名・変名を表示し又は表示しない権利

同一性保持権（§２０）

著作物・題号の同一性を保持する権利
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５ 著作者人格権
ｂ）一身専属性と保護期間

一身専属性（§５９）

譲渡禁止

保護は永久（§６０）

著作者死亡後も著作者人格権侵害行為は禁止さ
れる
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６ 著作隣接権
ａ）広義の著作隣接権

著作物等を伝達する者の権利

◁著作物等を広く提供する者を保護することによ
り著作物等を多くの人に享受させることができる

① 実演家の権利

② レコード製作者の権利

③ 放送事業者の権利

④ 有線放送事業者の権利

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

６ 著作隣接権
ｂ-１）実演家の権利

実演家

実演を行う者・指揮者・演出者（§２Ⅰ④）

実演（§２Ⅰ③）

著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、
口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ず
ること（これらに類する行為で、著作物を演じな
いが芸能的な性質を有するものを含む）
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６ 著作隣接権
ｂ-２）実演家の権利

著作隣接権（狭義 許諾権）
録音権・録画権（§９１）、放送権・有線放送権
（§９２）、送信可能化権（§９２の２）、譲渡権
（§９５の２）、貸与権等（§９５の３）

実演家人格権
氏名表示権（§９０の２）・同一性保持権（§９０
の３） ※一身専属性（§１０１の２、１０１の３）

対価（報酬）請求権
放送・有線放送の報酬請求権（§９４、９４の２）・
商業用レコード貸与の報酬請求権（§９５の３）・
商業用レコードの二次使用料請求権（§９５）
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６ 著作隣接権
ｃ）レコード製作者の権利

著作隣接権（狭義 許諾権）

複製権（§９６）、送信可能化権（§９６の２）、譲
渡権（§９７の２）、貸与権等（§９７の３）

対価（報酬）請求権

貸与等の報酬請求権（§９７の３）、放送等の二
次使用料（§９７）
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６ 著作隣接権
ｄ）放送事業者の権利

著作隣接権（狭義 許諾権）

複製権（§９８）、再放送権・有線放送権（§９９）、
送信可能化権（§９９の２）、テレビ放送の公の伝
達権（§１００）
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６ 著作隣接権
ｅ）有線放送事業者の権利

著作隣接権（狭義 許諾権）

複製権（§１００の２）、放送権・再有線放送権
（§１００の３）、送信可能化権（§１００の４）、有
線テレビ放送の公の伝達権（§１００の５）
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６ 著作隣接権
ｅ）保護期間

実演

実演の翌年から起算して５０年

レコード

発行の翌年から起算して５０年

放送

放送の翌年から起算して５０年

有線放送
有線放送の翌年から起算して５０年
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７ 第三者による著作権の利用
ａ）概要

著作権の制限のある場合

著作権の譲受けの場合

利用許諾を受けた場合

文化庁長官の裁定を受けた場合

出版権の設定を受けた場合

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－１）権利の制限（総論）

著作権の制限の根拠

著作物は国民共通の文化財産としての一面もあ
るから一定の範囲内での自由な利用を認めるこ
とは文化の発展に必要である

目的外使用

権利制限により複製等をした場合に複製物等を
その目的以外に使用した場合はそれらの行為は
著作権を侵害したとみなす（§４９）

※なお（§９３Ⅱ・１０２Ⅸ）
日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

７ 第三者による著作権の利用
ｂ－２）私的使用・附随対象著作物の利用
私的使用のための複製（§３０）

家庭内その他これに準ずる限られた範囲内

デジタル録音・録画機器利用の場合の補償金

付随対象著作物の利用（§３０の２）

検討の過程における利用（§３０の３）

技術の開発又は実用化のための試験の用に
供するための利用（§３０の４）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－３）教育関係

検定教科書等への掲載（§３３）

拡大教科書やデジタル録音図書等の作成
のための複製（§３３の２）

学校教育番組の放送やそのための複製
（§３４」）

教育機関での複製（§３５Ⅰ）

教育機関での公衆送信等（§３５Ⅱ）

試験問題としての複製・公衆送信（§３８）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－４）図書館関係

図書館等での複製（§３１Ⅰ）

国立国会図書館の所蔵資料の電子化（§
３１Ⅱ）

国立国会図書館からの図書館資料のイン
ターネット送信・複製物提供（§３１Ⅲ）

国立国会図書館法 によるインターネット資
料及びオンライン資料の収集・提供のため
の複製（§４２の４）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－５）福祉関係

点訳のための複製（§３７Ⅰ）

点訳データの蓄積・送信（§３７Ⅱ）

視覚障害者等向けの録音図書等による複
製・自動公衆送信（§３７Ⅲ）

聴覚障害者等向けの字幕の作成（§３７の
２①）

聴覚障害者等向け貸出し用の字幕入り映
像等の作成（§３７の２②）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－６）立法・司法・行政関係

裁判手続、立法・行政のための内部資料と
しての複製（§４２Ⅰ）
特許審査、薬事に関する時効などの行政
手続のための複製（§４２Ⅱ）
情報公開法等に基づく開示等のための利
用（§４２の２）
公文書管理法等に基づく保存のための利
用（§４２の３Ⅰ）
公文書管理法等に基づく利用のための利
用（§４２の３Ⅱ）

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会



18

７ 第三者による著作権の利用
ｂ－７）非営利・無料の場合の上演等

非営利・無料の場合の上演、演奏、上映、
後述（§３８Ⅰ）
非営利・無料の場合の本などの貸与（§３
８Ⅳ）
非営利・無料の場合のビデオなどの貸与
（§３８Ⅴ）
非営利・無料の場合の放送番組等の伝達
（§３８Ⅲ）
非営利・無料の場合の放送番組の有線放
送（§３８Ⅱ）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－８）引用・転載関係

引用（§３２Ⅰ）

行政の広報資料等の転載（§３２Ⅱ）

新聞の論説等の転載等（§３９）

政治上の演説、裁判での陳述等の利用
（§４０Ⅰ）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－９）翻訳、翻案等による利用関係

著作物を利用できる場合の翻案等（§４３）
翻訳、編曲、変形、翻案（§３０Ⅰ・３３Ⅰ・３４

Ⅰ・３５）

翻訳（§３１Ⅰ①Ⅲ・３２・３６・３７ⅠⅡ・３９Ⅰ・４

０Ⅱ・４１・４２）

変形、翻案（３３の２Ⅰ）

翻訳、変形、翻案（３７Ⅲ）

翻訳、翻案（３７の２）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－10）美術品、写真、建築関係

美術品等のオリジナルの所有者による展示
（§４５）

屋外施設の美術品、建築物の利用（§４６）

美術展の小冊子の製作（§４７）

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複
製等（§４７の２）
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－11）コンピュータ・ネットワーク関係

プログラムの所有者による複製など（§４７の３）
機器の保守、修理、交換の際の一時的な複製（§４
７の４）

ネットワークの送信障害の防止等のための複製（§４
７の５）

情報検索サービス実施のための複製（§４７の６）
情報解析のための複製など（§４７の７）
コンピュータ等を用いた著作物の利用に伴う複製（§
４７の８）

情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な
情報処理のための複製（§４７の９）

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

７ 第三者による著作権の利用
ｂ－12）放送局、有線放送局関係

放送局や有線放送局の一時的な複製（§４
４）

放送のための固定（§９３Ⅰ）

放送のための固定物による放送（§９４Ⅰ）

実演の放送の送信可能化（§１０２Ⅴ）

§３９Ⅰ・４０ⅠⅣによる放送等の送信可能
化等（§１０２Ⅷ）

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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７ 第三者による著作権の利用
ｂ－13）複製物の譲渡・出所表示

複製権の制限による複製物の譲渡

性質上公衆への提供が予定されていない複製物
以外は権利の制限規定により作成した複製物を
譲渡することができる （§４７の１０）

出所の明示
権利の制限規定により作成した複製物のうち一
定のものについて出所を明示しなければならない
（§４８）

日本弁理士会 東海支部 知的財
産総合対策委員会

７ 第三者による著作権の利用
ｃ）著作権の譲渡

著作権はその全部又は一部を譲渡すること
ができる（§６１Ⅰ・１０３）

※翻案権（§２７）及び二次的著作物の利用権
（§２８）は譲渡契約において特掲しなければ譲
渡されない（§６１Ⅱ）

※著作者人格権は譲渡できない（§５９）

▷著作者人格権不行使特約で対処

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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７ 第三者による著作権の利用
ｄ）著作物の利用許諾

著作権者は他人に対しその著作物の利用を
許諾することができる（§６３Ⅰ・１０３）
※許諾に係る利用方法及び条件の範囲内におい
て許諾された著作物を利用することができる（§
６３Ⅱ）

※著作物を利用する権利は著作権者の承諾なく
譲渡することができない（§６３Ⅲ）

※なお、§６３Ⅳ・Ⅴ参照

※著作権者自身でなく、管理団体が契約当事者
となることが多い

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

７ 第三者による著作権の利用
ｅ）出版権の設定

出版権（改正法平成２７年１月１日施行）

著作物を出版し（著作物を記録したＤＶＤ等を頒
布することを含む）又は記録された著作物の複
製物を用いてインターネット配信する専有的権利
（§８０Ⅰ）

※設定契約による（§７９）
※原著作物を受領してから６か月以内に出版、イ
ンターネット配信し、慣行に従い継続して出版、
配信する義務（§８１）

※権利制限がある（§８６）
※登録が対抗要件（§８８）

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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７ 第三者による著作権の利用
ｆ）裁定制度

著作権者の不明等の場合に文化庁長官の
裁定により著作物の利用ができるようにする
制度（§６７・１０３）

※補償金の供託が必要

※複製物に裁定によることを表示する義務

※放送・商業用レコードについても規定（§６８・６
９）

⇔特許の裁定実施権

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

８ 著作権の登録

① 実名の登録（§７５）
② 第一発行日等の登録（§７６）
③ 創作日の登録（§７６の２）
④ 著作権の登録（§７７）

※著作権の登録は権利の成立要件ではない
⇔特許の登録

※①～③の効果は著作権者、第一発行日、創作
日推定

※④は著作権の移転・担保設定等の対抗要件
※外に出版権登録、著作隣接権登録、プログラ
ム著作物の登録

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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９ 著作権の侵害
ａ）民事責任

差止め請求（§１１２・１１６）

損害賠償請求（民法§７０９）

※損害額の推定等（§１１４）

不当利得返還請求（民法§７０３）

名誉回復等の措置請求（§１１５・１１６）

※侵害とみなす行為（§１１３）

≒特許侵害

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

９ 著作権の侵害
ｂ）刑事責任

著作権侵害・出版権侵害・著作隣接権侵害の罪
（§１１９Ⅰ）
▶１０年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金（併科）

著作者人格権・実演者人格権侵害等の罪（§１１
９Ⅱ）
▶５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金（併科）

違法ダウンロードの罪（§１１９Ⅲ）
▶２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金（併科）

※その他の罪（§１２０～１２２の２）

※いずれも親告罪（§１２３）・両罰規定（§１２４）

≒特許侵害
日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 49

『著作物性(著作権法２条1項)』

Ｑ：プロのデザイナーに発注して制作し
てもらった店舗用の看板には、常に著
作物性が認められるか？

東海支部 知的財産総合対策委員会
小池浩雄

50

Ａ：広告用の看板は、商業目的で利用さ
れる応用美術であるため、そのデザイ
ンがありふれた表現の組み合わせであ
り、純粋美術と同視し得る程度の創作
性が無ければ、著作物性が否定される。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会

著作物性：2条1項
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 51

著作物性：2条1項

＜著作物性を否定した裁判例「シャトー勝沼」広告事件
平成26年01月22日知的財産高等裁判所

（平成25(ネ)10066）＞

＜事案の概要＞
・広告業を営む原告が、ワイナリーを営む被告から広告看板
の製作を請け負い、製作した看板（原告看板目録１，２等）を
道路脇などに設置した。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 52

・被告は、原告とは異なる業者に依頼して、原告作成の看
板に似た図柄の看板（被告看板目録１，２等）を製作させ
て屋外に設置した。

・原告は、原告作成の看板は著作物であり、被告が被告
看板を作成した行為は、原告看板の複製権、貸与権、翻
案権等を侵害すると主張して提訴。

・原審で原告作成看板の著作物性が否定され、原告が敗
訴したので、控訴した。

著作物性：2条1項
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 53

日本弁理士会 東海支部 知財総
合対策員会

54
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 55

著作物性：2条1項

＜原審における原告の主張（ア 創作性に関する）＞

(ア) ワインが任意の工場で熟成しワイングラスの中に注ぎ込

まれるまでのストーリーを，一つの統一された美的な物語風
のシンプルな表現の中に文字にも酵母のふつふつ感を表現
し，

見る人の心にワイナリーとワインの熟成するイメージが浮か
んで素早く見る人が興味を抱き，

その場所に心が寄せられるように，思想・感情を込め，また，
見えざる手が招くような物語風にて創作表現した。

日本弁理士会 東海支部 知財総
合対策員会

56

著作物性：2条1項

ワイナリーをイメージさせる黄色を色調として，ワイングラス
の形状はインパクトのある白抜きにして，

背景は力強い生命力あふれるすがすがしいシアン（青）色に
し，

文字の色調も生命力あふれるシアンにあわせ，

さらに文字に酵母のふつふつ感を表現した。
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 57

著作物性：2条1項

中央に無色（白）の左右対称のなだらかなアール線と

上下をほぼ同じ長さの横直線で構成した安定感のあるグラ
スに，

濃い青色と無色（白）の自然のコントラストの変化を表現し，

無色(白)のグラスの上の，濃い青色の背景に，アーチ型をし
た柔らかい黄色を彩色することにより絵柄に輝きを与えた。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 58

著作物性：2条1項

グラスの上のアーチ型をした柔らかい黄色は，構成全体か
ら見て横ラインの上下は精神活動の中で自然に黄金分割（１
対１．６１８）の比率になり，絵画性としての美的感覚を表現し
た。

無色(白)のグラスの中にバランスのとれた濃い青色の背景
色を彩色して，融和的な自然感を与え，絵柄全体を構図とし
て一つのまとまりとした。
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59

著作物性：2条1項

(イ) 本件原告看板１には，前記(ア)に加え，マーケティングのエ

リア戦略上の集客誘導効果を高めるために，矢印と目的地まで
の距離を同時に表現した。

(ウ) 本件原告看板２には，前記(ア)(イ)に加え，面積が制限され

るのでアーチ型の文字を横に上下２列に表現して訴求力を生か
した。

日本弁理士会 東海支部 知財総
合対策員会

60

著作物性：2条1項

イ 図案，その他量産品のひな形又は実用品の模様として用

いられることを目的とするものについては，それが純粋美術
としての性質を有するものであるときは，美術の著作物に当
たるところ，前記アによれば，本件図柄及び本件各原告看板
は，美術性を訴求しており，純粋美術としての性質を有する。

ウ 以上によれば，本件図柄及び本件各原告看板は，「美術
の著作物」（著作権法１０条１項４号）に当たる。
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61

「本件図柄は芸術作品としてではなく，あくまでも広告
業におけるマーケティングの一環として作成されたも
のであるし（乙５・１，２頁），芸術作品として展示や販
売に供されたというように，広告看板以外の目的に使
用されたことを認めるに足りる証拠はない。

61

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会

＜控訴審における裁判所の判断＞

日本弁理士会 東海支部 知財総
合対策員会

62

著作物性：2条1項

そうすると，本件図柄は，あくまでも広告看板用のものであり，
実用に供され，あるいは，産業上利用される応用美術の範
ちゅうに属するというべきものであるところ，応用美術である
ことから当然に著作物性が否定されるものではないが，応用
美術に著作物性を認めるためには，客観的外形的に観察し
て見る者の審美的要素に働きかける創作性があり，これが
純粋美術と同視し得る程度のものでなければならないと解す
るのが相当である。」
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63

「このような観点から見ると，本件図柄のグラスの形状には，通
常のワイングラスと比べて足の長さが短いといった特徴も認め
られるものの，それ以外にグラスとしての個性的な表現は見出
せない。また，ワイナリーの広告としてワイングラス自体が用い
られること自体は珍しいものではない上に，図柄が看板の大部
分を占めている点も，ワイナリーの広告としてありふれた表現に
すぎない。」

63

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会

64

「そして，本件図柄を全体的に観察すると，上記ワイングラスの
大きさや形状に加えて，被控訴人の商号及びワイナリーや工場
の見学の勧誘文言が目立つような文字の配置と配色がなされ
ていることが特徴的であるが，これも，一般的な道路看板に用
いられているようなありふれた青系統の色と補色に近い黄色な
いし白色のコントラストがなされているにとどまる。」

64

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総
合対策員会

65

著作物性：2条1項

「そうすると，本件図柄には色彩選択の点や文
字のアーチ状の配置など控訴人なりの感性に基
づく一定の工夫が看取されるとはいえ，見る者
にとっては宣伝広告の領域を超えるものではな
く，純粋美術と同視できる程度の審美的要素へ
の働きかけを肯定することは困難である。」

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 66

著作物性：2条1項

＜著作物性を肯定した裁判例；「商業広告事件」
昭和60年03月29日大阪地方裁判所（昭和58(ワ)1367）＞

「本件広告は、その視覚的効果を考慮して、右図案化され
た環状の鎖、シルエツト状の石油採取設備、波ないしは海洋
を表現するための暗色、18個の工具の部品の写真、バルブ

の写真及びそれぞれの各英文文字を構成素材としてこれを
一紙面に釣合よく配置し、見る者をして、全体として一つの美
的な纒まりのある構成を持つものとして表現されている。」
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 67

「右認定した本件広告は、その表現形態に照らせば、これによつ
て表現しようとする事柄の内容面から見れば単に三和通商の提
供するサービス及び商品を示したに止まるが、その表現形式に
目を向ければ、全体として一つの纒まりのあるグラフイツク（絵画
的）な表現物として、見る者の審美的感情（美感）に呼びかけるも
のがあり、且つその構成において作者の創作性が現われている
とみられるから、かようなグラフイツク作品として、法10条1項4号
が例示する絵画の範疇に類する美術の著作物と認め得るもの
である。」

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策員会 68

著作物性：2条1項
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 69

『著作物性(著作権法２条1項)』

Ｑ：契約書に記載される文言の表現に
著作物性があるのか？

東海支部 知的財産総合対策委員会

小池浩雄

70

Ａ：一般に、契約書に記載されている文
章表現が、「思想又は感情を創作的に
表現したもの」となっているケースは極
めて認め難く、著作物性が認められる
余地はほとんどないと考えられる。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

著作物性：2条1項
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 71

著作物性：2条1項

「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしか
の『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。

ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるも
のを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、

その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便
性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、
あるいは用いざるをえないものも多い。」（中山信弘，『著作
権法』40～41頁）

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 72

著作物性：2条1項

「そのために、そのような証券、契約書案、ブランク・フォー
マット等は大同小異のものとならざるをえないことも多く、た
またま最初に作成した者に長期間の独占を認めることの弊
害は大きく、著作物性を否定すべき場合も多い。

その理論構成としては、そのようなものには、規範的意味で
の「思想・感情：が現れていないと解釈することもできようし、

また選択の幅が狭いために創作性の問題として処理するこ
とも可能である。」（中山信弘，『著作権法』40～41頁）
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73

＜契約書の著作物性を否定した判例；
「船荷証券事件」東京地判昭和40年8月31日＞

「原告は本件ビー・エルについて著作権を有すると主張するが、

著作物とは、精神的労作の所産である思想または感情の独創
的表白であつて、客観的存在を有し、しかも文芸、学術、美術
の範囲に属するものと解されるところ、

前記認定のように、本件ビー・エルは、被告がその海上物品運
送取引に使用する目的でその作成を原告に依頼した船荷証券
の用紙である。」

73

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

74

「それは被告が後日依頼者との間に海上物品運送取引契約
を締結するに際して

そこに記載された条項のうち空白部分を埋め、

契約当事者双方が署名又は署名押印することによつて契約
締結のしるしとする契約書の草案に過ぎない。

74

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 75

著作物性：2条1項

本件ビー・エルに表示されているものは、被告ないしそ
の取引相手方の将来なすべき契約の意思表示に過ぎない
のであつて、原告の思想はなんら表白されていないので
ある。従つて、そこに原告の著作権の生ずる余地はない
といわなければならない。

原告が本件ビー・エルの契約条項の取捨選択にいかに研
究努力を重ねたにせよ、その苦心努力は著作権保護の対
象とはなり得ないのである。」

76

＜時計店の修理規約について
著作物性・著作権の侵害を認めた判例＞
東京地判平成26年7月30日（H25（ワ）第28434号）

＜事案の概要＞

原告：「千年堂」という屋号で時計修理サービス業を営む。

被告：「銀座櫻風堂」という屋号で同じく時計修理サービス業を営
む。

76

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 77

著作物性：2条1項

被告が銀座櫻風堂のウェブサイトに掲載した文言（修理規
約を含む）及びトップバナー画像を作成し、ウェブサイトを
構成したことは、原告の管理する千年堂のウェブサイトの
文言等を複製又は翻案したものであって、原告の著作権
を侵害した」として、

損害賠償金1000万円の支払いを求めるとともに、被告

ウェブサイトに掲載された文言等のサイト上での使用の禁
止を求めて訴訟を提起したもの。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 78

著作物性：2条1項

＜原告規約文言の対比＞

＜原告作成文言４＞

サビ、腐食、ひどく損壊している場合など、時計のコンディション
によっては、保証できないことがあります。

＜被告作成文言＞

サビや腐食がある場合、損壊がひどい場合など、時計のコン
ディションによっては、保証できないことがあります。
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 79

著作物性：2条1項

＜原告作成文言７＞
■重故障状態の時計の修理について

・アンティーク、落下や冠水による故障、部品の著しい損傷、電池液漏
れ、基盤腐食等重故障状態の時計については、修理しても動かないまま
である可能性及び動いたとしても数週間で止まる可能性があるため、修
理保証が短くなったり、修理保証を付けられない場合があります。

＜被告作成文言＞
■重故障状態の時計の修理について

・アンティーク（２０年前以上に製造され（略）になった時計）、落下
や冠水による故障、部品の著しい損傷、電池液漏れ、基盤腐食等重故障
状態の時計は、修理しても動かないままである可能性があります。また
、動いたとしても数週間で止まる可能性もあるため、修理保証の短縮、
または修理保証の対象外となる場合があります。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 80

著作物性：2条1項

＜裁判所の判断＞

原告規約文言１ないし５９のうち，被告規約文言１ないし５９
と共通する部分は，これらを個別にみる限り，～他に適当な
表現手段のない思想，感情若しくはアイデア，事実そのもの
であるか，あるいは，ありふれた表現にすぎないものというべ
きであって，直ちに創作的な表現と認めることは困難という
べきである。



41

81

「一般に，修理規約とは，修理受注者が，修理を受注するに際し，
予め修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規
約」，すなわち条文や箇条書きのような形式で文章化したものと考
えられるところ，

規約としての性質上，取り決める事項は，ある程度一般化，定型化
されたものであって，これを表現しようとすれば，一般的な表現，定
型的な表現になることが多いと解される。

このため，その表現方法は自ずと限られたものとなるというべきで
あって，通常の規約であれば，ありふれた表現として著作物性は否
定される場合が多いと考えられる。」

81

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 82

著作物性：2条1項

「しかしながら，規約であることから，当然に著作物性がない
と断ずることは相当ではなく，その規約の表現に全体として
作成者の個性が表れているような特別な場合には，当該規
約全体について，これを創作的な表現と認め，著作物として
保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべき
である。」
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83

＜原告規約文言全体の著作物性について検討＞

「原告規約文言は，疑義が生じないよう同一の事項を多面的な
角度から繰り返し記述するなどしている点（例えば，腐食や損壊
の場合に保証できないことがあることを重ねて規定した箇所が
みられる原告規約文言4と同7，浸水の場合には有償修理とな
ることを重ねて規定した箇所が見られる原告規約文言5の1の部
分と同54，

83

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 84

著作物性：2条1項

修理に当たっては時計の誤差を日差±15秒以内を基準とす
るが，±15秒以内にならない場合もあり，その場合も責任を

負わないことについて重ねて規定した箇所がみられる原告
規約文言17と同44など）において，原告の個性が表れてい

ると認められ，その限りで特徴的な表現がされているという
べきであるから，「思想又は感情を創作的に表現したもの」
（著作権法2条1項1号），すなわち著作物と認めるのが相当
というべきである。」
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「被告規約文言全体についてみると，見出しの項目，各項目に
掲げられた表現，記載順序などは，すべて原告規約文言と同
一であるか，実質的に同一であると認められる（表現上異なる
点として，原告規約文言の「当社」が被告規約文言では「当店」
にすべて置き換えられている点，助詞の使い方の違い，記載
順序を一部入れ替えている箇所～などがあるが，これらは，極
めて些細な相違点にすぎず，全体として実質的に同一と解す
るのが相当である。

85

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 86

著作物性：2条1項

また，原告規約文言と被告規約文言の相違点が上記のとお
りであることは，

被告が，原告規約文言に依拠して，被告規約文言を作成し
たことを強く推認させる事情というべきである。）。

したがって，被告は，被告規約文言を作成したことにより，原
告規約文言を複製したものというべきである。」
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 87

著作物性：2条1項

尚、原告は、被告サイトの構成についても複製権又は翻案
権を侵害していると主張したが、裁判所は、創作的な表現と
は言えず、体系的な構成それ自体は編集著作物として保護
すべきものに当たらない、と判断し、侵害を認めなかった。

＜参考；ホームページの画面について著作物性を認めた判
例；（京都高校総体ホームページ事件，平成13年05月31日
京都地方裁判所（平成10(ワ)3435）＞

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 88

『著作物性(著作権法２条1項)』

Ｑ：プログラムを構成する機能部品（所定の機能
を実現するためのひとまとまりのコード群、モ
ジュール、サブルーチン、関数等と呼ばれる）
は著作物として認められますか？

プログラムにおいて全体としては異なっていて
も、機能部品レベルで類似すれば著作権侵害
となりますか？

東海支部 知的財産総合対策委員会

神谷十三和
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Ａ-1：プログラムを構成する機能部品も、プログラム

の一種であり、それ自体一つのまとまりのある思想
を創作的に表現したものであれば著作物です。

したがって、プログラムを構成する機能部品のレ
ベルで類似していれば著作権侵害となりことがあり
ます。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

90

Ａ-2：ただし、その機能部品が汎用的に使用され

ている汎用部品、またはそのような汎用部品を多
少修正した程度の部品の場合は、著作物性が認
められないため、著作権侵害とはなりません。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自動接触角計プログラム事件
平成26年4月24日判決 東京地裁平成23年(ワ)第36945号

＜事案の概要＞

原告が、元従業員が設立した会社が販売する自動接触角計に搭載さ
れたプログラムの旧バージョンの接触角計算部分（全体の１０数％程度）
は原告の接触角計算プログラムを複製又は翻案したもので，被告が自動
接触角計を製造，販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を
侵害する，として損害賠償を請求した。

その後、被告が販売する新バージョンの接触角計算プログラムも原告
のプログラムの著作物の著作権を侵害するとして使用の差止を求めて追
起訴した。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

92

■自動接触角計プログラム事件
平成26年4月24日判決 東京地裁平成23年(ワ)第36945号

＜争点＞

（１）原告プログラムの著作物性

（２）被告旧接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを複製
又は翻案したものであるか否か

（３）被告新接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを翻案し
たものであるか否か

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自動接触角計プログラム事件

（１）原告プログラムの著作物性について

＜原告の主張＞
原告接触角計算（液滴法）プログラムは，それ自体が独立して接触角計

測・計算機能を支えるものであり，そのソースコードの行数は２０５５行に
及び，サブルーティン化，関数の組み方やパラメータ（引数）等のデータ
の渡し方に多様な選択肢があり得る中から作成者の個性が発揮されて
作成されたものであるから，創作性を有し，プログラムの著作物に該当す
る。

原告接触角計算（液滴法）プログラムのブロック構造は必然的なもので
はなく，入り口の設定の仕方や関数細分化の程度において，複数の選択
肢がある中から作成者が選択したものであるから，作成者の個性が表れ
たものである。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

94

■自動接触角計プログラム事件

（１）原告プログラムの著作物性について

＜被告の主張＞
原告接触角計算（液滴法）プログラムは，接触角計算に係るありふれた

手順を平凡に記載しているに過ぎない。プログラムにおける関数の機能
やブロック構造は，いずれもアイデア又はアルゴリズムに当たるから，著
作権の対象とならない。

接触角の測定においては，針先から特定の液体を特定の固体（平板）
上に落下させ，着液した液滴の輪郭を追跡し，液滴と平板の接点におけ
る液滴表面と平板とのなす角度を算出する手順を設けることに創作性は
なく，これはアイデアでしかない。

原告は，入口設定の仕方や関数細分化の程度について裁量の幅があ
ると主張するが，接触角計算における当然の手順を追っているだけで，
原告のプログラム構造に創作性はない。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自動接触角計プログラム事件

（１）原告プログラムの著作物性について
＜裁判所の判断＞
θ／２法や接線法により液滴の接触角を計測するという原告プログラム

の目的のためには，名称や関数等の定義や関数等の種類や内容，変数
等への値の引渡しの方法，サブルーティン化の有無やステップ記載の順
序等において多様な記載方法があるところ，原告接触角計算（液滴法）プ
ログラムのソースコードは，上記の目的を達成するために工夫を凝らして
２０００行を超える分量で作成されたものであると認められる。

そうすると，原告接触角計算（液滴法）プログラムは，全体として創作性
を有するものということができるから，プログラムの著作物であると認めら
れる。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

96

■自動接触角計プログラム事件

（２）被告旧接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを複製
又は翻案したものであるか否かについて
＜原告の主張＞

被告旧接触角計算（液滴法）プログラムは１６個のプログラムを含んで
いるが，これらは，原告接触角計算（液滴法）プログラムの本件対象部分
と１対１で対応しているのみならず，総行数のうち実に８６％もの記述が
原告接触角計算（液滴法）プログラムのそれと酷似している。

また，作成者が自由に決定し得るパラメータ（引数）及び変数の名称は，
合計１７個中１３個が全く同一である。また、一般的に、プログラムは，複
雑化して混乱を来たさないように，飛ぶ処理は多用しないが，双方ともプ
ログラム中に，サブルーティンから脱出する命令，ループ処理から脱出す
る命令が多用されて処理の流れが制御されており，かつ，その利用箇所
は全く同じである。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自動接触角計プログラム事件

（２）被告旧接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを複製
又は翻案したものであるか否かについて
＜被告の主張＞

原告接触角計算（液滴法）プログラムには，被告旧接触角計算（液滴
法）プログラムにはないプログラムが存在しているから，両者のプログラ
ムに同一性があるとはいえない。原告プログラムも被告旧バージョンも被
告乙Ａがプログラミングしたものなので，ありふれた記述が同一のものに
なるのは当然であるから，そのこと自体をもって著作権侵害と認められる
べきではない。

各変数についてのデータ形式の定義はプログラムに必要なものである
から，これを設けること自体に何らの創作性もない。

被告乙Ａは，被告旧バージョンを，自らの脳裏に蓄積した画像処理技術
とプログラミング技術に基づき作成したのであり，原告プログラムをコピー
アンドペーストしていないから，仮に両者間に同一性が存したとしても，被
告旧バージョンは原告プログラムに依拠していない。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

98

■自動接触角計プログラム事件

（２）被告旧接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを複製
又は翻案したものであるか否かについて
＜裁判所の判断＞

被告旧バージョン中，被告旧接触角計算（液滴法）プログラムの本件対
象部分に対応する部分は，ソースコードの記載の大半において，記載内
容や記載の順序が非常に類似して実質的に同一性を有するものである
ところ，これは，原告接触角計算（液滴法）プログラムの本件対象部分に
依拠して被告乙Ａが主に担当して作成したものであること，そして，上記
実質的同一性を有する部分には個性が表出された創作性を有する箇所
が含まれることが認められる。そうであるから，被告旧接触角計算（液滴
法）プログラムの本件対象部分に対応する部分は，原告接触角計算（液
滴法）プログラムを複製又は翻案したものと認められる。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自動接触角計プログラム事件

（３）被告新接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを翻案し
たものであるか否かについて
＜原告の主張＞

被告新接触角計算（液滴法）プログラムは，原告接触角計算（液滴法）
プログラムを参考にした被告旧接触角計算（液滴法）プログラムに変更を
加えたものであり，そのアルゴリズムは被告旧接触角計算（液滴法）プロ
グラムと同様に原告接触角計算（液滴法）プログラムのアルゴリズムをそ
のまま用いたものであるから，原告接触角計算（液滴法）プログラムに依
拠して制作されたものである。

被告新接触角計算（液滴法）プログラムは，原告接触角計算（液滴法）
プログラムの筋，仕組みには変更を加えず，各表現のまとまりごとに書き
換えを行って，表現を変更しているに過ぎないものである。

そうであるから，被告新接触角計算（液滴法）プログラムは，創作性を
有する原告接触角計算（液滴法）プログラムを翻案した二次的著作物に
当たる。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

100

■自動接触角計プログラム事件

（３）被告新接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを翻案し
たものであるか否かについて
＜被告の主張＞

原告が，原告ツリー図（抽出版）と被告新ツリー図との両図において，枠
組みが共通するとの点については，画像処理技術を利用して接線法によ
る接触角計算を行う場合，上記枠組み内の手順を執ることは当然である
から，そこには何らの創作性も存しない。

原告が，被告新ツリー図を全体としてみると，表現の基本的な筋に変更
はないとする点については，被告新接触角計算（液滴法）プログラムと原
告接触角計算プログラムとは，構成が異なるが機能においては同一であ
ると主張しているに過ぎないから，著作権侵害の要件たる同一性の主張
としては意味がない。

したがって，被告新接触角計算（液滴法）プログラムは，原告接触角計
算（液滴法）プログラムを翻案したものではない。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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101

■自動接触角計プログラム事件

（３）被告新接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを翻案し
たものであるか否かについて
＜裁判所の判断＞

原告接触角計算（液滴法）プログラムと被告新接触角計算（液滴法）プ
ログラムとでは，ソースコードの記載の方法，内容及び順序等がかなり異
なり，ソースコードの記載が類似する部分は，いずれも十数行と比較的短
く，単純な計算を行う３箇所に限定されるから，両者のソースコードの記
載に実質的同一性があると認めることはできず，他にこれを認めるに足
りる証拠はない。

原告は，両者のプログラムの構造ないし枠組みが類似するとか，表現
の基本的な筋に変更がないとか，各ブロックが１対１に対応するなどと主
張するが，これは概括的な処理の流れである解法の類似性を述べるもの
に過ぎず，直ちに両者の表現自体の同一性を根拠付けるものとはいえな
い。

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 102

『著作物性(著作権法２条1項)』

Ｑ：工業製品の設計図について著作物
性があるのか？

東海支部 知的財産総合対策委員会

神戸真澄
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103

Ａ-1：設計図やCAD 図面は，「学術的な

性質を有する図面」の著作物の対象で
ある（10 条1 項6号）。

しかし，全ての設計図等が著作物として
保護されるものではない。著作物とは
「思想又は感情を創作的に表現したも
の」（2 条1 項1 号）であるから，著作権

法で保護される設計図は「創作的に表
現されたもの」に限られることとなる。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

104

Ａ-2：設計図やCAD 図面は情報伝達を一

義的な目的とするその性格上，設計図を

読んだ技術者がだれでも同一の情報を取

得することができなければならない。した

がって，設計図等に創作的な表現が取り

入れられる範囲は極めて限定的である。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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105

■スモーキングスタンド事件 東京地裁 平成5年(ワ)第22205号

＜事実の概要＞

原告Ｘは，建築物の内部の設備等のデザインを行う
インテリア・デザイナーで，訴外Ａの依頼に応じ，インテ
リア備品であるスモーキングスタンドなどの設計図２１
枚（「本件設計図」という。）を製作した。

105

著作物性：2条1項

被告Ｙは，訴外Ａと同種のインテリア備
品の商品を取り扱う業者で，Ｓ６２年ころ
からＨ６年２月４日(本件訴状送達の日)
まで，被告製品を製造，販売している。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

106

■スモーキングスタンド事件 東京地裁 平成5年(ワ)第22205号

＜事実の概要＞

原告Ｘは，本件設計図を用いたならば製作される商
品と同一又は酷似した被告商品を製造等しているＹに
対し，次のように主張し，被告商品の製造販売の差止
め等を求めた。

106

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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107

■スモーキングスタンド事件 東京地裁 平成5年(ワ)第22205号

＜原告の主張＞

本件設計図は，ステンレスを主たる素材とした高級イ
ンテリア備品が，ポストモダニズムの近代建築物の都
市空間にあって，単なる機能としての使用目的のみな
らず，「ｓｉｍｐｌｅ ｉｓ ｂｅｓｔ ｓｉｍｐｌｅ ｉｓ ｗｈｅｒｅｖｅｒ」の
設計コンセプトに基づき著作され，独創性を見いだすこ
とができ，設計図製作者としての着想と，知識と技術を
駆使しなければ描けないもので，著作物に該当する。

Ｙは，本件設計図に有する著作権および著作者人格
権を侵害した。

107

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

108

■スモーキングスタンド事件 東京地裁 平成5年(ワ)第22205号

■＜被告の主張＞

本件設計図は，灰皿やゴミ箱等の客観的に定まった
形状をごくありふれた手法で書いた略図であって，その
ような独創性や芸術性のないゴミを捨てるという機能を
持つ容器の略図にすぎないもので，「思想または感情」
を「創作的」に表現したものといえないから，著作物と
はいえない。

108

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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109

■スモーキングスタンド事件 東京地裁 平成5年(ワ)第22205号

＜東京地裁の判断＞

工業製品の設計図は，そのための基本的訓練を受
けた者であれば，だれでも理解できる共通のルール
に従って表現されているのが通常で，その表現方法
そのものに独創性を見出す余地はなく，本件設計図も
そのような通常の設計図で，その表現方法に独創性，
創作性は認められない。

109

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

110

■スモーキングスタンド事件 平成5年(ワ)第22205号

＜東京地裁の判断＞

本件設計図から読みとることのできる什器の具体的
デザインは，本件設計図との関係でいえば表現の対
象である思想又はアイデアで，その具体的デザインを
設計図として通常の方法で表そうとすると，本件設計
図上に現に表現されている直線，曲線等からなる図
形，補助線，寸法，数値，材質等の注記（以下、注記）
と大同小異のものにならざるを得ないので，本件設計
図上に現に表現されている直線，曲線等からなる注
記等は，表現の対象の思想である什器の具体的デザ
インと不可分のものである。

110
著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■スモーキングスタンド事件 平成5年(ワ)第22205号

＜東京地裁の判断＞

本件設計図の右のような性質と，本件設計図に表
現された什器の実物そのものは，デザイン思想を表
現したものとはいえ，大量生産される実用品であって，
著作物とはいえないことを考え合わせると，本件設計
図を著作物と認めることはできない。

111

著作物性：2条1項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

Ｋ大学「新萬来舎」解体移築事件

（著作権侵害仮処分命令申立事件）

東海支部 知的財産総合対策委員会

巽 正吾

著作者人格権
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Ｑ： 遺族以外の者が故人の人格的利益保護

の措置を請求することができるのか？

また、著作物である建築物を解体移築す

る行為は改変となり同一性保持権の侵害と

なるのか？

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

Ａ－１

（１）著作者人格権は、著作者の一身に専属し、
譲渡することができない（５９条）。

著作者が存しているとしたならばその著作
者人格権の侵害となる行為をしてはいけない（６０
条）。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会



58

Ａ－１

（２）著作者の遺族は、著作者人格権を侵害す
る行為をした者等に対して差止め請求、名誉回復
の措置の請求ができる（１１６条１項）。

著作者は、遺言により遺族に代えて請求
する者を指定することができる（同条３項）。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

Ａ－２：建築物は、著作物である（２条１項１号、１０

条１項５号）。

著作者は、著作物の同一性を保持する権

利を有し、その意に反して改変を受けない（２

０条１項）。建築物の改変等については、同

条１項の適用を受けない（同条２項）。

著作者が存しているとしたならばその著作

者人格権の侵害となる行為をしてはいけない

が（６０条）、その行為の性質等によりその行

為が著作者の意を害しないと認められる場合

にはこの限りではない（同条但し書き）。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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（１）事実関係概要
学校法人Ｋの経営するＫ大学構内の建物「新萬

来舎」と隣接の庭園は故Ｎと故Ｔとの共同著作に
係るもので、両者は一体として建築の著作物と認
められるものであったが、Ｋ大学は新校舎建設の
ためこれらを一旦解体して一部を新校舎の屋上に
移転することを計画した。
そこで、故Ｎの遺言により故Ｎの全ての著作物に

対する権利を譲受けたと称するアメリカのＡ財団が
学校法人Ｋに対し、著作者人格権（同一性保持
権）を侵害するとして、解体移築差止の仮処分命
令を申立てた。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

著作権仮処分命令申立事件
東京地裁 平成１５年６月１１日決定

平成１５年（ヨ）第２２０３１号

（２）争点

①争点１

Ａは、故Ｎの著作物に関する著作者人格権を
行使する権利を承継したか。

②争点２

本件工事による著作物改変の有無、著作権法
２０条２項２号又は６０条但書の適用の有無に関し、
著作者人格権の侵害の有無が争われた。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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（３）裁判所の判断
①争点１について

著作者人格権は一身専属であるが（５９条）、著
作者の死後においても人格的利益の保護が受け
られる（６０条）。

法６０条の規定に違反する者等に対し遺族は権
利行使が可能である（１１６条１項）。遺族以外の
者でも、遺言により指定を受けた者は１１６条１項
の請求をすることができる（１１６条３項）。

指定があったものと認められるためには、自己
の著作物の死後における改変への対応を遺贈の
相手方に委ねた意思が読み取れる必要がある。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

（３）裁判所の判断
①争点１について（つづき）

しかし、遺言書には、著作権法第１１６条３項に
いう「指定」を行使することを明示的に示す文言は
存在せず、しかも遺言書の全体からしても「指定」
があったものと認めることができない。

よって、Ａは、故Ｎから著作権法第１１６条３項に
いう「指定」を受けていたことについて疎明がされ
ているということはできない。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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（３）裁判所の判断
②争点２について
本件建物全体は庭園と一体の１個の著作物

を構成する。
建物の東側についての空間的特性が失われる

こと、一般的に鉄筋コンクリートの建築物はいった
ん解体してしまうと復元が難しいとされており、本
件建物の壁面と一体となっているテラコッタタイル
の復元は困難であることなどにかんがみれば、本
件工事により、本件建物につき、制作者の意図し
た特徴が一部損なわれる結果を生じるといわざる
を得ない。
従って、本件工事は、著作物を改変し、著作物

の同一性を損なう結果となる（２０条１項）。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会

（３）裁判所の判断
②争点２について（つづき）

しかし、建築物については、鑑賞目的というより
も、むしろ現実に使用することを目的として製作さ
れるものであることから、一定の範囲で著作者の
同一性保持権を制限し、改変を許容することとして
いる。

この点からすると、本件工事は経済的・実用的
観点から必要な範囲の増改築であって、本件工事
は２０条２項２号にいう増改築に該当し、著作物の
同一性を侵害するものではない。
また、本件工事は、公共目的のために必要に応

じた大きさの建物の建築であり、しかも現状を可能
な限り復元するものなので、６０条但し書が適用さ
れる。

日本弁理士会 東海支部 知的財産総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 123

『著作権(著作権法２１条～２８条)』

Ｑ：私はある画家から絵画を購入しました。そ
の後、その絵画が無断で掲載された書籍
が売られていることを知りました。その書籍
に掲載されている絵画は、私が絵画を購入
する前に撮影されたようです。絵画は私の
ものなので何とか書籍の販売をやめさせる
ことはできませんか？

東海支部 知的財産総合対策委員会

中 山 英 明

2015/3/3

124

Ａ-1：絵画を撮影して書籍に掲載する行為

は、美術の著作物（１０条１項４号）の複
製に当たるため、複製権（２１ 条）の侵害
に該当します。

しかし、絵画の所有者は、原作品の所有
権を有するにとどまりますので、原作品
の複製物である書籍の販売行為をやめ
させることはできません。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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125

Ａ-2：ただし、絵画の所有者が絵画につい

ての複製権を画家から譲り受けている

のであれば、複製権の侵害であるとして

書籍の販売をやめさせることができます。

所有権ｖｓ著作権？

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

126

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜事実の概要＞

上告人Ｘ（書道博物館）は、Ａから唐代の書
家（顔真卿）の真跡である自書建中告身帖
（本件原作品）を譲り受けた。Ｂは、それ以前、
Ａから、本件原作品の写真の撮影と、その
複製物の製作・頒布の許諾を受けた。

126

著作権(著作権法２１条～２８条)

被上告人Ｙ（出版社）は、その後、Ｂの相続人Ｃから、
本件原作品の写真乾板を譲り受け、これを用いて本件
原作品の複製物を含む書籍を出版した。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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127

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜事実の概要＞

Ｘは、Ｙに対し、上記出版は、本件原作品の所有権を
侵害するものであるとして、書籍の販売差し止め及び
書籍中の本件原作品の複製部分の廃棄を求めて提訴
した。

要するに、原作品の所有者Ｘは、原作品の所有権に
基づいてＹの複製行為等を侵害に問えるか？
が問われた事件。

127

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

128

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜上告人Xの主張＞

著作物の原作品の所有者は、他の物品の所有者と
同様、原作品を利用して使用収益をはかることができ
るが、著作権の存続期間中は、その利用について著作
権法上の制約に服する。

しかし、著作権の存続期間が満了すれば、著作権に
よる制限を受けなくなるので、その所有物である原作
品を自由に利用して使用収益をはかることができること
となり、そうした利用行為の中には、その原作品の影像
や写真の製作、販売やその許諾も含まれる。

128

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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129

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

■＜被上告人Yの主張＞

Ｘが所蔵する美術品等のうち、著作権を有しないもの
についてまでその複製に対して対価を要求し、複製を
「許可」せんとする行為は、法的根拠を欠くものである。

仮に、故Ｂの承諾なくＹその他の第三者に譲渡しえな
い旨の約束が故Ｂと故Ｃとの間にあったとしても、それ
は債権的効力しか存しないのであるから、ＸがＹの複製
刊行を阻むことはできない。

129

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

130

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜最高裁の判断：所有権の効力＞

美術の著作物の原作品は、それ自体有体物であるが、
同時に無体物である美術の著作物を体現しているもの
というべきところ、所有権は有体物をその客体とする権
利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権
は、その有体物の面に対する排他的支配権能である
にとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排
他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。

130

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会



66

131

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜最高裁の判断：所有権と著作権の関係＞

著作物の保護期間内においては、所有権と著作権と
は同時的に併存するのであるが、著作権の消滅後は、
著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、
著作物は公有（パブリック・ドメイン）に帰し、何人も、著
作物の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用
しうることになり、所有権が、無体物としての面に対す
る排他的支配権能までも手中に収め、所有権の一内
容として著作権と同様の保護を与えられることになると
解することはできない。

131

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

132

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜最高裁の判断：所有権を侵害しない＞
被上告人Yの行為は、被上告人Yが適法に所有権を

取得した写真乾板を用いるにすぎず、上告人Xの所有
する自書告身帖を使用するなどして上告人Xの自書告

身帖に対する排他的支配をおかすものではなく、上告
人Xの自書告身帖に対して有する所有権をなんら侵害
するものではないといわざるをえない。

132

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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133

■顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁 昭和58年(オ)171号

＜まとめ＞
・美術の原作品の所有者は、著作者ではない。
・原作品についての著作権は著作者が有する。
・所有権は著作権とは別個の権利である。
・保護期間が過ぎた著作権はパブリックドメインに帰す。

・著作権が消滅したのちは、所有権が著作権の一部を
支配するものではない。

・所有権は「有体物」を自由に使用、収益、処分する権
利であるのに対して、著作権は「無体物」である著作物
に対して成立する権利である。

133

著作権(著作権法２１条～２８条)

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

『著作権の制限』

Ｑ：顧客から顧客所有の書籍の電子書籍
化の依頼を受けて電子書籍を作成して
納付する事業は原著作物の著作権を侵
害しますか(自炊代行)？

東海支部 知的財産総合対策委員会

神戸真澄

134日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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Ａ-1：著作権者は、その著作物を複製す
る権利を専有する（21 条 複製権）。

著作権法上は、その著作権者(のみ)が、
著作物を複製できる(原則)。

135日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

Ａ-2：著作権の目的となっている著作物

は、個人的又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用する
ことを目的とするときは、次に掲げるが
ける場合を除き、その使用する者が複
製することができる（30 条 私的使用の
ための複製）。

自炊代行業務は、本例外規定に該当し
ない。そのため、著作権侵害が生じ得る。

136日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号
＜事実の概要＞
・原告:小説家・漫画家・漫画原作者
・ 法人被告:電子ファイル化の依頼があった書籍につ

いて、権利者の許諾を受けることなく、スキャナーで書
籍を読み取って電子ファイルを作成し、依頼者（利用
者）に納品している。

⇒原告らの著作権（複製権）が侵害されるおそれがあ
るなどと主張し、著作権法112条1項に基づく差止請求
などに及んだものである。

137

著作権の制限：30条

137日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜原告の主張:複製の主体＞

被告らの利用者は，単に書籍を法人被告らに送付し
ているにとどまり，スキャン等の複製に関する作業に
関わることは一切ない。

被告らは，①書籍が裁断されていない場合は複製作
業の準備作業として裁断を行い，②裁断された書籍を
スキャナーで読み取って，電子ファイルを作成し，③オ
プションサービスが選択された場合，その電子ファイル
に対し，書籍名等を識別可能なファイル名の設定，ＯＣ
Ｒ処理の実行等の様々な処理も行って，電子ファイル
を加工する，という複製にかかる一連の作業のすべて
を実行している。

138
著作権の制限：30条

138日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号
■＜被告の主張:複製の主体＞
著作権法30条１項は，個人的等の限られた範囲内に

おいて使用することを目的とする複製を認めており，被
告は，その使用者のために，その者の指示に従い，手
足として補助者的立場で電子データ化を行っており，基
本的に同項の範囲内を逸脱していない。

書籍の所有者が，既に所有している本を個人的に読
むことを目的としており，書籍の著作権者に，実質的な
意味での権利侵害や実損害は存在しないからである。

139

著作権の制限：30条

139日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号
＜被告の主張:複製＞

「複製」といえるためには，オリジナル又は複製物に
格納された情報を格納する媒体を有形的に再製する
ことに加え，当該再製行為により複製物の数を増加さ
せることが必要である。

けだし，当該再製行為により複製物の数が増加しな
い場合には，市場に流通する複製物の数は不変であ
り，著作者の経済的利益を害しないからである。

140
著作権の制限：30条

140日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会



71

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜原告の主張:複製＞

被告は，著作権法上の「複製」といえるためには複製
物の数の増加が必要であると主張するが，独自の見
解にすぎない。

141
著作権の制限：30条

141日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製の主体＞
(ア) 著作権法２条１項１５号は，「複製」について，「印

刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形
的に再製すること」と定義している。

この有形的再製を実現するために，複数の段階から
なる一連の行為が行われる場合があり，そのような場
合には，有形的結果の発生に関与した複数の者のう
ち，誰を複製の主体とみるかという問題が生じる。

142

著作権の制限：30条

142日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会



72

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製の主体＞
複製の主体は,複製の実現における枢要な行為をし

た者は誰かという見地から検討するのが妥当。

枢要な行為及びその主体は，個々の事案において，
複製の対象，方法，複製物への関与の内容，程度等
の諸要素を考慮して判断する（最高裁平成21年(受)
第788号同23年1月20日第一小法廷判決参照）。

143

著作権の制限：30条

143日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製の主体＞
本件の複製は，上記で認定したとおり，

①利用者が被告らに書籍の電子ファイル化を申し込む，
②利用者は，法人被告らに書籍を送付する，
③被告らは，書籍をスキャンしやすいように裁断する，

④被告らは，裁断した書籍を法人被告らが管理するス
キャナーで読み込み電子ファイル化する，
⑤利用者は,完成した電子ファイルをインターネットによ
り電子ファイルのままダウンロードするか

又はＤＶＤ等の媒体に記録して受領するという一連の
経過によって実現される。

144

著作権の制限：30条

144日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製の主体＞
本件における複製は，書籍を電子ファイル化するとい

う点に特色があり，電子ファイル化の作業が複製にお
ける枢要な行為というべきであるところ，その枢要な
行為をしているのは，法人被告らであって，利用者で
はない。

したがって，法人被告らを複製の主体と認めるのが
相当である。

145

著作権の制限：30条

145日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断＞
被告らは，著作権法30条1項の適用を主張する際に

おいて，被告は，使用者のために，その者の指示に
従い，補助者的な立場で電子データ化を行っているに
すぎないとし，同項の「使用する者が複製する」の解
釈について，「複製」に向けての因果の流れを開始し，
支配している者が複製の主体と判断されるべきである。

複製の自由が書籍の所有権に由来するものであるこ
とに照らしても，書籍の所有者が複製の主体であると
判断すべきであると主張する。

146

著作権の制限：30条

146日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製の主体＞

法３０条１項は，複製の主体が利用者であるとして利
用者が被告とされるとき又は事業者が間接侵害者若
しくは教唆・幇助者として被本件における複製は，書
籍を電子ファイル化するという点に特色があり，電子
ファイル化の作業が複製における枢要な行為というべ
きであるところ，その枢要な行為をしているのは，法人
被告らであって，利用者ではない。

したがって，法人被告らを複製の主体と認めるのが相
当である。

147

著作権の制限：30条

147日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製＞

被告らは，「複製」といえるためには，オリジナル又は
複製物に格納された情報を格納する媒体を有形的に
再製することに加え，当該再製行為により複製物の数
を増加させることが必要であり，言い換えれば，「有形
的再製」に伴い，その対象であるオリジナル又は複製
物が廃棄される場合には，当該再製行為により複製
物の数が増加しないのであるから，当該「有形的再
製」は「複製」には該当しない旨主張する。

148

著作権の制限：30条

148日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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■自炊代行事件 東京地裁 平成24年（ワ）第33525号

＜東京地裁の判断:複製＞
著作権法２１条は，「著作者は，その著作物を複製す

る権利を専有する。」と規定し，著作権者が著作物を
複製する排他的な権利を有することを定めている。
その趣旨は，複製（有形的再製）によって著作物の複

製物が作成されると，これが反復して利用される可能
性・蓋然性があるから，著作物の複製（有形的再製）
それ自体を著作権者の排他的な権利としたものと解
される。

149

著作権の制限：30条

149日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

■自炊代行事件 平成２５年（ネ）第１００８９号

＜知財高裁の判断＞
被告が控訴したが、棄却された。

一審の判断を支持し、控訴を棄却する判決となって
著作権侵害が認められた。

150

著作権の制限：30条

150日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 151

『著作物の利用の許諾』

Ｑ：Ａ社出版の雑誌に掲載するため、風景の写真の撮影をＡ
社から依頼されました。私は、風景の写真を複数枚撮影
し、撮影した風景の写真全ておよび当該風景の写真の
データ全てをＡ社へ送付しました。後日、Ａ社出版の雑誌
を確認したところ、私が撮影した風景の写真が、記事だけ
でなく、雑誌の表紙においても掲載されていました。私と
しては、雑誌の表紙に掲載する予定のものとして依頼を
受けていないつもりでしたし、雑誌の表紙に掲載すること
も許可していませんが、Ａ社の行為は著作権法上問題と
はならないのですか？

東海支部 知的財産総合対策委員会

小早川 俊一郎

152

Ａ１：著作権法上、著作物の利用の許諾を得
た者は、その許諾に係る範囲内において、そ
の許諾に係る著作物を利用することができま
す（６３条２項）。そして、許諾に係る「範囲外」
の著作物の利用は著作権の侵害となります。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

著作物の利用許諾：６３条２項
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153

Ａ２：撮影された風景の写真の使用をＡ社出
版の雑誌の記事に掲載する限りにおいて許
諾する旨の合意があるということであれば、
「表紙」における風景の写真の利用は許諾に
係る「範囲外」の利用として著作権侵害に該
当すると考えられます。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

著作物の利用許諾：６３条２項

154

Ａ３：しかし、今回の場合、風景の写真の利
用範囲は不明確であると考えられます。著作
物の利用範囲が不明確である場合、発注、
受注、契約締結時の状況及び慣行等から当
事者の合理的意思解釈を行い、許諾の範囲
を決定することになります。

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

著作物の利用許諾：６３条２項
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 155

著作物の利用許諾：６３条２項

【イラスト表紙転用事件】
（東京地裁 平成19（ワ）4822号）

＜事案の概要＞

・イラストレーターである原告が、出版業等を目的とする被告Ａ
社から、折り紙の折り方について説明した書籍（本件書籍）の
プロセスカット及び遊び方のイラストを注文した。

・原告は、イラスト合計５７点を被告Ａ社に交付した。

【イラスト表紙転用事件】
（東京地裁 平成19（ワ）4822号）

＜事案の概要＞
・被告Ａ社は、イラストを用いて本件書籍の制作を行い、被告
Ｂ社が販売した。イラストは、表紙に使用された。イラストの作
成者として原告の氏名は表示されていない。また、書籍に掲
載されたイラストの色は原画とは異なる色に変更されていた。

・原告は、複製権侵害、著作者人格権（氏名表示権、同一性
保持権）違反であると主張。

著作物の利用許諾：６３条２項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会 157

原告作成イラスト原画

158

出版された書籍に記載されたイラスト

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会
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159

「･･･発注書には、依頼内容として「折り紙と紙遊びに関するムックの
プロセスカット、遊び方のイラスト」の作成との記載がある。･･･プロ
セスカットとは、折り紙の作成過程を示すため、折り方についての説
明部分に付されるイラストであり、遊び方のイラストとは、完成した
折り紙の遊び方を読者に説明するため、折り紙の完成図に付され
るイラストであって、いずれのイラストも、書籍の本文中に用いられ
ることが予定されているものであって、当然に表紙にも用いられるこ
とが予定されているものとはいえないことが認められ、・・・本文中の
イラストを表紙に使用することが許容されるとの慣行等があると
認めることはできない。」

159

著作物の利用許諾：６３条２項

日本弁理士会 東海支部 知財総合対策委員会

裁判所の判断（複製権侵害について）
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著作権のQ＆A集 

 

本年度、日本弁理士会東海支部に創設された知財総合対策委員会では、会員が著作権

の相談実務に的確に対応できることを目的として著作権全般のQ＆A集を目次のように

分類して纏めました。 

目次 

1. 著作物性  ････････････････････････････････････････････････････････  ２ 

2. 著作権、著作者人格権  ････････････････････････････････････････････１９ 

3. 著作権の制限  ････････････････････････････････････････････････････３９ 

4. 著作権に関する契約など  ･･････････････････････････････････････････５５ 

 

なお、本Q＆A集の一部を2015年3月3日フォーラムで紹介します。 

 

＜参考文献＞ 

著作権テキスト:文化庁長官官房著作権課発行(文化庁H/Pからダウンロード可) 

 

 

2014年度 知財総合対策委員会 
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著作権Ｑ＆Ａ（著作物性） 

 

Ｑ１．私が執筆した書籍「記憶整理の実践」を出版する予定でしたが、過去に「記憶の

 整理」という他人の書籍が出版されていたことを知りました。この場合、私が上記タ

イトルの書籍を出版すると、他人の書籍のタイトルに係る著作権を侵害することになる

でしょうか？ 

Ａ 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又

は音楽の範囲に属するものをいう（２条１項１号）。 

 書籍の題号に著作物性が認められる可能性は低く、他人の書籍に係る著作権を侵害す

ることにはならない。 

 

 「書籍の題号は、単に書籍の内容を示すもの（例えば『民法概説』『刑法綱要』）で

あったり、極めて短くありふれたもの（例えば『坊ちゃん』『舞姫』）であったりする

ことが多いため、通常は著作物ではないと解されている。しかし書籍の題号であるから

著作物性が否定されるのではなく、題号それ自体には著作物性の要件を満たさない場合

が圧倒的に多いというに過ぎない。」（中山信弘「著作権法」（有斐閣，2007年，71頁

）） 

 

 今回のケースでは、他人の書籍のタイトルである「記憶の整理」は、ありふれた文言

である「記憶」と「整理」とを助詞「の」を介して組み合わせた５文字の極めて短いも

のであり、「記憶を整理する」という言い方も日常的に使用されている。したがって、

「記憶の整理」というタイトルには特段の創作性が無く、それ自体が著作物であるとは

言えない、と考えられる。 

 

＜書籍の題号の著作物性を否定した裁判例； 

「時効の管理」事件，大阪池判平成20年5月29日（H19（ワ）第14155号）＞ 

 

 被告らが出版した「時効管理の実務」という書籍の題号が、原告が執筆した「時効の

管理」の題号の著作権を侵害している、と訴えたもの（同時に、不競法2条1項の不正競

争行為に該当することも主張）。 

 

 「時効は、民法第一編第七章に規定されている法令用語であって、時効に関する法律

問題を論じようとする際には不可避の用語である。昭和63年よりも前から「管理」とは

、「①管轄し処理すること。とりしきること。②財産の保存・利用・改良を計ること。

→管理行為。③事務を経営し、物的設備の維持・管轄をなすこと。」（新村出編・広辞
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苑第3版（岩波書店、昭和58年））という意味で日常よく使用される用語であったこと

、及び保存行為、利用行為及び改良行為を併せて管理行為と呼び、保存行為には消滅時

効の中断が含まれるとする見解が法律学上有力であったことは当裁判所に顕著である。

また、昭和63年より前の民法でも「共有物ノ管理」（平成16年法律第147号による改正

前の民法２５２条）、「事務ノ管理」（同法697条1項）という用語も用いられている。

」 

 「そうだとすると、「時効の管理」は、時効に関する法律問題を論じようとする際に

不可避の用語である「時効」に、日常よく使用され、民法上も用いられている用語であ

る「管理」を、間にありふれた助詞である「の」を挟んで組み合わせた僅か５文字の表

現にすぎない。しかも「の管理」という表現も民法に用いられるなどありふれた表現で

ある。以上のことからすれば、「時効の管理」は、ありふれた表現であって、思想又は

感情を創作的に表現したものということはできない。」 

 

 「のみならず、管理行為の一つとして保存行為をあげ、保存行為には消滅時効の中断

が含まれる見解が法律学上有力であったことは前示のとおりであるから、消滅時効の中

断などの時効に関する債権の管理行為について論じようとするとき、これを「消滅時効

の管理」というのはごく自然な表現である。また、消滅時効と取得時効を併せて「時効

」といい、時効の中断は、消滅時効に限らず、取得時効についても存在する。したがっ

て、「消滅時効の管理」の意味で簡略に「時効の管理」と表現することも、取得時効も

含めた意味で「時効の管理」と表現することも、いずれも創作力を要しないものであっ

て、「時効の管理」は、この点からみても、思想又は感情を創作的に表現したものとい

うことはできない。」 

        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ２．例えば特許実施契約書のような契約書に記載する文言や契約条文の表現は、通常

は、過去に他人が取り交わした同種の契約書の内容とほぼ同じものになります。契約書

について、著作物性は認められるでしょうか？ 

 

Ａ 一般に、契約書について著作物性が認められる余地はほとんどないと考えられる。 

 

 契約書に記載されている文章表現が、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とな

っているケースは、極めて認め難いと思われる。 

 

「これらは…人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が
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現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるも

のを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制さ

れているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるい

は用いざるをえないものも多い。そのために、そのような証券、契約書案、ブランク・

フォーマット等は大同小異のものとならざるをえないことも多く、たまたま最初に作成

した者に長期間の独占を認めることの弊害は大きく、著作物性を否定すべき場合も多い

。その理論構成としては、そのようなものには、規範的意味での「思想・感情：が現れ

ていないと解釈することもできようし、また選択の幅が狭いために創作性の問題として

処理することも可能である。」（中山信弘，『著作権法』40～41頁） 

 

＜契約書の著作物性を否定した判例；「船荷証券事件」東京地判昭和40年8月31日＞ 

 

 「原告は本件ビー・エルについて著作権を有すると主張するが、著作物とは、精神的

労作の所産である思想または感情の独創的表白であつて、客観的存在を有し、しかも文

芸、学術、美術の範囲に属するものと解されるところ、前記認定のように、本件ビー・

エルは、被告がその海上物品運送取引に使用する目的でその作成を原告に依頼した船荷

証券の用紙である。」 

 「それは被告が後日依頼者との間に海上物品運送取引契約を締結するに際してそこに

記載された条項のうち空白部分を埋め、契約当事者双方が署名又は署名押印することに

よつて契約締結のしるしとする契約書の草案に過ぎない。本件ビー・エルに表示されて

いるものは、被告ないしその取引相手方の将来なすべき契約の意思表示に過ぎないので

あつて、原告の思想はなんら表白されていないのである。従つて、そこに原告の著作権

の生ずる余地はないといわなければならない。原告が本件ビー・エルの契約条項の取捨

選択にいかに研究努力を重ねたにせよ、その苦心努力は著作権保護の対象とはなり得な

いのである。」 

 

＜参考；時計店の修理規約について著作物性・著作権の侵害を認めた判例 

   東京地判平成26年7月30日（H25（ワ）第28434号）＞ 

 

 「千年堂」という屋号で時計修理サービス業を営む原告が、「銀座櫻風堂」という屋

号で、同じく時計修理サービス業を営む被告に対し、「被告が銀座櫻風堂のウェブサイ

トに掲載した文言（修理規約を含む）及びトップバナー画像を作成し、ウェブサイトを

構成したことは、原告の管理する千年堂のウェブサイトの文言等を複製又は翻案したも

のであって、原告の著作権を侵害した」として、損害賠償金1000万円の支払いを求める

とともに、被告ウェブサイトに掲載された文言等のサイト上での使用の禁止を求めて訴
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訟を提起したもの。 

・「修理規約」の著作物性を認めた判旨 

 

 「共通する部分は、これらを個別にみる限り、別紙６に記載のとおり、他に適当な表

現手段のない思想、感情若しくはアイデア、事実そのものであるか、あるいは、ありふ

れた表現にすぎないものというべきであって、直ちに創作的な表現と認めることは困難

というべきである」 

 

 「一般に，修理規約とは，修理受注者が，修理を受注するに際し，あらかじめ修理依

頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」，すなわち条文や箇条書きの

ような形式で文章化したものと考えられるところ，規約としての性質上，取り決める事

項は，ある程度一般化，定型化されたものであって，これを表現しようとすれば，一般

的な表現，定型的な表現になることが多いと解される。このため，その表現方法はおの

ずと限られたものとなるというべきであって，通常の規約であれば，ありふれた表現と

して著作物性は否定される場合が多いと考えられる。」 

 

 「しかしながら，規約であることから，当然に著作物性がないと断ずることは相当で

はなく，その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には

，当該規約全体について，これを創作的な表現と認め，著作物として保護すべき場合も

あり得るものと解するのが相当というべきである。」 

 

 「原告規約文言は，疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述

するなどしている点（例えば，腐食や損壊の場合に保証できないことがあることを重ね

て規定した箇所がみられる原告規約文言4と同7，浸水の場合には有償修理となることを

重ねて規定した箇所が見られる原告規約文言5の1の部分と同54，～など）において，原

告の個性が表れていると認められ，その限りで特徴的な表現がされているというべきで

あるから，「思想又は感情を創作的に表現したもの」（著作権法2条1項1号），すなわ

ち著作物と認めるのが相当というべきである。」 

 

※原告規約文言１～５９を個別に検討した結果は、全てについて「創作的な表現とは言

えない」とされ、著作物性が否定された。 

 しかし、原告規約文言全体についての評価は、上記のように「同一の事項を多面的な

角度から繰り返し記述するなどしている点（…）において，原告の個性が表れていると

認められ，その限りで特徴的な表現がされているというべき」とされ、著作物性が肯定

された。 
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        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ３．自分の店舗に掲げるための看板を、プロのデザイナーに発注して制作してもらい

ました。そのような看板のデザインには、常に著作物性が認められるでしょうか？ 

 

Ａ 広告用の看板は、商業目的で利用される応用美術であるため、そのデザインがあり

ふれた表現の組み合わせであり、純粋美術と同視し得る程度の創作性が無いと認定され

ると、著作物性が否定される。 

 

＜著作物性を否定した裁判例；「シャトー勝沼」広告事件 

  平成26年01月22日知的財産高等裁判所（平成25(ネ)10066）＞ 

 

 「本件図柄は芸術作品としてではなく，あくまでも広告業におけるマーケティングの

一環として作成されたものであるし（乙５・１，２頁），芸術作品として展示や販売に

供されたというように，広告看板以外の目的に使用されたことを認めるに足りる証拠は

ない。そうすると，本件図柄は，あくまでも広告看板用のものであり，実用に供され，

あるいは，産業上利用される応用美術の範ちゅうに属するというべきものであるところ

，応用美術であることから当然に著作物性が否定されるものではないが，応用美術に著

作物性を認めるためには，客観的外形的に観察して見る者の審美的要素に働きかける創

作性があり，これが純粋美術と同視し得る程度のものでなければならないと解するのが

相当である。」 

 「このような観点から見ると，本件図柄のグラスの形状には，通常のワイングラスと

比べて足の長さが短いといった特徴も認められるものの，それ以外にグラスとしての個

性的な表現は見出せない。また，ワイナリーの広告としてワイングラス自体が用いられ

ること自体は珍しいものではない上に，図柄が看板の大部分を占めている点も，ワイナ

リーの広告としてありふれた表現にすぎない。」 

 「そして，本件図柄を全体的に観察すると，上記ワイングラスの大きさや形状に加え

て，被控訴人の商号及びワイナリーや工場の見学の勧誘文言が目立つような文字の配置

と配色がなされていることが特徴的であるが，これも，一般的な道路看板に用いられて

いるようなありふれた青系統の色と補色に近い黄色ないし白色のコントラストがなさ

れているにとどまる。」 

 「そうすると，本件図柄には色彩選択の点や文字のアーチ状の配置など控訴人なりの

感性に基づく一定の工夫が看取されるとはいえ，見る者にとっては宣伝広告の領域を超

えるものではなく，純粋美術と同視できる程度の審美的要素への働きかけを肯定するこ
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とは困難である。」 

 

＜著作物性を肯定した裁判例；「商業広告事件」 

 昭和60年03月29日大阪地方裁判所（昭和58(ワ)1367）＞ 

 

 「本件広告は、その視覚的効果を考慮して、右図案化された環状の鎖、シルエツト状

の石油採取設備、波ないしは海洋を表現するための暗色、18個の工具の部品の写真、バ

ルブの写真及びそれぞれの各英文文字を構成素材としてこれを一紙面に釣合よく配置

し、見る者をして、全体として一つの美的な纒まりのある構成を持つものとして表現さ

れている。右認定した本件広告は、その表現形態に照らせば、これによつて表現しよう

とする事柄の内容面から見れば単に三和通商の提供するサービス及び商品を示したに

止まるが、その表現形式に目を向ければ、全体として一つの纒まりのあるグラフイツク

（絵画的）な表現物として、見る者の審美的感情（美感）に呼びかけるものがあり、且

つその構成において作者の創作性が現われているとみられるから、かようなグラフイツ

ク作品として、法10条1項4号が例示する絵画の範疇に類する美術の著作物と認め得るも

のである。」 

        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ４．先日読んだ小説が非常に面白かったので、他の人にもぜひお勧めしたいと思い、

その粗筋を書いて，自分の感想と共にブログにアップしました。この場合、小説に係る

著作権を侵害するでしょうか？ 

 

Ａ 小説の粗筋の紹介は、著作権法32条第1項の要件を満たせば引用に該当するので、

著作権が及ばない場合がある。引用に該当しない場合であっても、その粗筋が、具体的

な表現を捨象したものであれば、著作権を侵害しない。 

 

＜文化庁HPにおけるＱ＆Ａ＞ 

Ｑ．最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著

作権者に断りなく行えますか。  

 

Ａ．どの程度のあらすじかによります。 

 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなも

のは、著作権者の二次的著作物を創作する権利（翻案権、第27条)が働くので、要約の

作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載
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し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利

(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要がありま

す。一方、2～3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」

などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の

了解の必要ありません。 

 

＜参考；速読本舗事件，東京地裁平成13.12.3判決＞ 

 

・当事者の主張 

「被告は,平成8年ころからインターネット上にホームページ「速読本舗」を開設し,「

ビジネス書を中心に毎月4冊の書籍を選び,その内容を要約し,書評を加えて会員の皆様

にお届け(メールサービス)します。『読みたい本はある』『だけど時間がない』という

経営者,ビジネスマンの皆様に最適です。」と明示の上,多くの書籍を要約して要約文を

掲載しているが,別紙第1目録その1ないし4記載の各要約文(以下「被告要約文1ないし4

」と,これらをあわせて「被告各要約文」という。)もその例である。」 

 「被告は,被告要約文1を～被告要約文4を同9年5月より,ホームページ上に掲載してい

る。被告各要約文は,本件各書籍に依拠し,本件各書籍を無断で複製ないし翻案したもの

である。本件書籍1については,別紙対比表1ないし4のうち,3’は複製であり,1’,2’及

び4’は翻案である。～したがって,被告は,被告各要約文をインターネット上のホーム

ページ「速読本舗」に掲載することにより原告の翻案権,複製権及び公衆送信権を各侵

害している。」 

 「また,被告各要約文は,原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害している。本件書

籍1については,被告は,本件書籍1につき,別紙対比表3を3’と無断で改変し,また同表1

’,2’及び4’と無断で翻案して改変している。～」 

 

・理由 

「被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。したが

って,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白

したものとみなす。上記の事実によれば,原告らの請求はいずれも理由がある。」 

        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ５．人形作家が作成した人形を写真に撮影して、その写真を自分のＨＰに掲載しまし

た。 

人形は３次元の立体物ですから、その立体物を写真で２次元的に写したものは複製に該
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当しないので、著作権的に問題ないと思うのですが、如何でしょうか？ 

 

Ａ この場合複製には該当しないが、人形を写真で写したものは人形の著作物を翻案し

た二次的著作物になるため（２７条）原著作者の権利が及ぶ。従って、原著作者の許諾

を得ずに写真をＨＰに掲載すれば、公衆送信権（２３条）を侵害すると考えられる。 

＜知財高裁平成19.7.25平成19(ネ)10022損害賠償等請求控訴事件＞ 

 

「前記(1)の認定事実によれば，本件写真集に掲載された本件各人形の写真は，本件各

人形の形状・色彩等をただ単に写真の形式を借りて平面的に改めたものではなく，Ａら

において，被写体として選択した本件各人形ごとに構図，カメラアングル，背景，照明

等の組合せを選択，調整するなど，さまざまなアイデア，工夫を凝らして撮影し，作品

として完成したものであり，正に，撮影者であるＡらの思想又は感情を創作的に表現し

たものであるから，二次的著作物としての創作性が認められることに疑いを入れる余地

はない。」 

 

＜参考；キン肉マンプラスチック消しゴム事件，東京地裁昭和61.9.19昭和60（ワ）739

2著作権侵害差止等請求事件＞ 

 

 テレビ漫画映画のキャラクターを製作者に無許諾で消しゴムとして立体化したもの

を販売した業者に対し、「複製権」の侵害として訴えたもの。被告が事実について争わ

なかったため、そのまま「複製」（三次元的に作出し、有形的に再生した）と認定され

た。 

 

＜参考；版画写真事件，平成10年11月30日判決 昭和63年（ワ）第1372号 損害賠償請

求事件＞ 

 版画を忠実に写した写真について著作物性を否定し、原作品の版画を複製したもので

あると認定した。 

 

 「本件写真は，原作品がどのようなものかを紹介するために版画をできるだけ忠実に

再現することを目的として撮影された版画全体の写真であること，これらの対象となっ

た版画は，おおむね平面的な作品であるが，（一部）については凹凸の部分があること

，版画をできるだけ忠実に再現した写真を撮影するためには，光線の照射方法の選択と

調節，フィルムやカメラの選択，露光の決定等において，技術的な配慮をすることが必

要であること，が認められる。」 

 「ところで，本件写真のように原作品がどのようなものかを紹介するための写真にお
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いて，撮影対象が平面的な作品である場合には，正面から撮影する以外に撮影位置を選

択する余地がない上，右認定のような技術的な配慮も，原画をできるだけ忠実に再現す

るためにされるものであって，独自に何かを付け加えるというものではないから，その

ような写真は，『思想又は感情を創作的に表現したもの』（著作権法二条一項一号）と

いうことはできない。」 

 「原告らは，平面的な作品を撮影する場合であっても，原画の芸術的特性を理解して

，それを表現することが不可欠である旨主張し，本件写真の個々の作品について，原画

の芸術的特性やそれを表現するために工夫した点について主張しており，（人証）は，

平面的な作品を撮影する場合であっても原画の芸術的特性を理解して，それを表現する

ことが必要である旨供述（する）が，そのようなことがあったとしても，それは，原画

をできるだけ忠実に再現するためのものであると認められ…右認定を覆すに足りるも

のではない。」 

 「また，右認定のとおり，本件写真の撮影対象には，完全に平面ではなく，凸凹があ

るものがあるが，…それらの凸凹はわずかなものであり，それがあることによって撮影

位置を選択することができるとも認められないから，これらの完全に平面ではない作品

を撮影した写真についても著作物性を認めることはできない。」 

        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ６．自分のホームページを作成しようと思います。その際に、他人が既に作成してい

るホームページを真似した場合、著作権上問題になることはあるでしょうか？ 

 

Ａ 編集物（データベースに該当するものを除く）でその素材の選択または配列によっ

て創作性を有するものは、著作物として保護する（第１２条第１項）。 

 ホームページの画面は、ありふれた要素の単なる寄せ集めでなく創作性が認められれ

ば、編集著作物として保護される。したがって、他人のホームページの画面が創作性を

有するものであれば、それを真似してホームページを作成すると、複製権又は翻案権並

びに公衆送信権を侵害する（ホームページのレイアウトは、具体的な表現ではなくアイ

デアや手法であるから、レイアウトだけを真似た場合は著作権を侵害しない。）。 

 

＜ホームページの画面について、著作物性を認めた判例；（京都高校総体ホームページ

事件，平成13年05月31日京都地方裁判所（平成10(ワ)3435）＞ 

 

「本件画面は，画像，文字情報，動画などが組み合わされて表現されたものであり，制

作者の思想が創作的に表現されている知的・文化的精神活動の所産と評価することがで
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きるから，著作物性を肯定することができる。～著作権法にいう創作的な表現とは，他

に類例がない程度の独創性をいうものではなく，著作者の個性が何らかの形で表現され

ていれば足りると解されるところ，少なくとも，具体的な表現形式として誰がしても本

件画面のような配置になるものではないから，著作者の個性が表現されているといえる

。」 

        （小池浩雄） 

 

 

Ｑ７．斬新なデザインの家具をＣＡＤシステムを使用して設計しました。この家具のＣ

ＡＤ図は著作物として保護されますか？。 

Ａ 設計図やＣＡＤ図面は、基礎的訓練を受けた者であれば誰でも理解できるように表

現されているのが通常であり、その表現に創作性が認められる範囲は限定的です。また

、ＣＡＤ図面自体に著作物性が認められたとしても、ＣＡＤ図面をもとにして生産され

た家具には著作権は及びませんので、著作権で家具の販売を差し止めることはできませ

ん。家具のデザインの保護を求める場合は意匠権の取得を検討して下さい。 

＜裁判例：スモーキングスタンド事件（平成9年4月25日判決 東京地裁平成5年（ワ）

第22205号）＞ 

・事案の概要 

 Ａの依頼に応じてスモーキングスタンド等のインテリア備品の設計図を作成した原

告が、同設計図を用いて製作される商品と酷似した商品を被告が製造、販売しているこ

とが、原告の設計図についての著作権、著作者人格権等の侵害に該当するとして、製造

、販売の差止め、謝罪広告、損害賠償を求めた。 

・裁判所の判断 

 工業製品の設計図は，そのための基本的訓練を受けた者であれば，だれでも理解でき

る共通のルールに従って表現されているのが通常であり，その表現方法そのものに独創

性を見出す余地はなく，本件設計図もそのような通常の設計図であり，その表現方法に

独創性，創作性は認められない。本件設計図から読みとることのできる什器の具体的デ

ザインは，本件設計図との関係でいえば表現の対象である思想又はアイデアであり，そ

の具体的デザインを設計図として通常の方法で表そうとすると，本件設計図上に現に表

現されている直線，曲線等からなる図形，補助線，寸法，数値，材質等の注記と大同小

異のものにならざるを得ないのであって，本件設計図上に現に表現されている直線，曲

線等からなる図形，補助線，寸法，数値，材質等の注記等は，表現の対象の思想である

什器の具体的デザインと不可分のものである。本件設計図の右のような性質と，本件設

計図に表現された什器の実物そのものは，デザイン思想を表現したものとはいえ，大量

生産される実用品であって，著作物とはいえないことを考え合わせると，本件設計図を
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著作物と認めることはできない。 

（神谷十三和） 

 

 

Ｑ８．キャラクターを作成したので保護を受けたいのですが、どうすれば良いですか？

。 

Ａ 「視覚的に表現した」キャラクターは、美術の著作物として著作物性を有します。

但し、「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格である抽象概念」のキャラクタ

ー自体には著作物性は認められません（ポパイネクタイ事件、最高裁平成９年７月１７

日判決）。 

 したがって、「視覚的に表現した」キャラクターについては、著作権の保護を受ける

ことができ、他人が同じ、又は類似したキャラクターの表現を使用して営業している場

合には、複製権、または翻案権の侵害が認められます。また、著作者は、著作権を譲渡

したり使用許諾をしても、著作権者等が著作者の意に反して改変を行った場合には同一

性保持権の侵害が認められ、キャラクターの表現について保護を受けることができます

。 

＜裁判例：ポパイネクタイ事件（平成９年７月１７日判決 最高裁平成４年(オ)１４４

３号）＞ 

・事案の概要 

 ポパイを主人公とする一話完結形式の漫画の著作権者である原告が、ポパイの図柄等

を付したネクタイを販売している被告に対して、図柄の使用の差止めを求めた。 

・裁判所の判断 

 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」（同法２条１項１

号）とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描か

れている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それ

ぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをも

って著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具

体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そ

のものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができな

いからである。したがって、一話完結形式の連載漫画においては、著作権の侵害は各完

結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、著作権の侵害があるというために

は連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。 

 このような連載漫画においては、後続の漫画は、先行する漫画と基本的な発想、設定

のほか、主人公を始めとする主要な登場人物の容貌、性格等の特徴を同じくし、これに

新たな筋書を付するとともに、新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常
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であって、このような場合には、後続の漫画は、先行する漫画を翻案したものというこ

とができるから、先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。そして、二

次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについ

て生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解するのが相当で

ある。けだし、二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上の

保護を受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が付与されているためであって（同法

２条１項１１号参照）、二次的著作物のうち原著作物と共通する部分は、何ら新たな創

作的要素を含むものではなく、別個の著作物として保護すべき理由がないからである。

（中略） 

 本件図柄一は、第一回作品において表現されているポパイの絵の特徴をすべて具備す

るというに尽き、それ以外の創作的表現を何ら有しないものであって、仮に後続作品の

うちいまだ著作権の保護期間の満了していないものがあるとしても、後続作品の著作権

を侵害するものとはいえないから、被上告人Ｂ１は、もはや上告人の本件図柄一の使用

を差止めることは許されないというべきである。 

（神谷十三和） 

 

 

Ｑ９．プログラムを構成する機能部品（所定の機能を実現するためのひとまとまりのコ

ード群、モジュール、サブルーチン、関数等と呼ばれる）は著作物として認められます

か？。プログラムにおいて全体としては異なっていても、機能部品レベルで類似すれば

著作権侵害となりますか？。 

Ａ プログラムを構成する機能部品も、プログラムの一種であり、それ自体一つのまと

まりのある思想を創作的に表現したものであれば著作物です。したがって、プログラム

を構成する機能部品のレベルで類似していれば著作権侵害となりことがあります。ただ

し、その機能部品が汎用的に使用されている汎用部品、またはそのような汎用部品を多

少修正した程度の部品の場合は、著作物性が認められないため、著作権侵害とはなりま

せん。 

＜裁判例：自動接触角計プログラム事件（平成２６年４月２４日判決 東京地裁平成２

３年(ワ)第３６９４５号)＞ 

・事案の概要 

 原告が、元従業員が設立した会社が販売する自動接触角計に搭載されたプログラムの

旧バージョンの接触角計算部分（全体の１０数％程度）は原告の接触角計算プログラム

を複製又は翻案したもので，被告が自動接触角計を製造，販売することは原告のプログ

ラムの著作物の著作権を侵害するとして損害賠償を請求した。その後，新バージョンの

接触角計算プログラムも原告のプログラムの著作物の著作権を侵害するとして使用の
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差止めを求めて追起訴した。 

・裁判所の判断 

（１）原告プログラムの著作物性について 

 θ／２法や接線法により液滴の接触角を計測するという原告プログラムの目的のた

めには，名称や関数等の定義や関数等の種類や内容，変数等への値の引渡しの方法，サ

ブルーティン化の有無やステップ記載の順序等において多様な記載方法があるところ，

原告接触角計算（液滴法）プログラムのソースコードは，上記の目的を達成するために

工夫を凝らして２０００行を超える分量で作成されたものであると認められる。 

 そうすると，原告接触角計算（液滴法）プログラムは，全体として創作性を有するも

のということができるから，プログラムの著作物であると認められる。 

（２）被告旧接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを複製又は翻案したも

のであるか否かについて 

 被告旧バージョン中，被告旧接触角計算（液滴法）プログラムの本件対象部分に対応

する部分は，ソースコードの記載の大半において，記載内容や記載の順序が非常に類似

して実質的に同一性を有するものであるところ，これは，原告接触角計算（液滴法）プ

ログラムの本件対象部分に依拠して被告乙Ａが主に担当して作成したものであること，

そして，上記実質的同一性を有する部分には個性が表出された創作性を有する箇所が含

まれることが認められる。そうであるから，被告旧接触角計算（液滴法）プログラムの

本件対象部分に対応する部分は，原告接触角計算（液滴法）プログラムを複製又は翻案

したものと認められる。 

（３）被告新接触角計算プログラムは原告接触角計算プログラムを翻案したものである

か否かについて 

 原告接触角計算（液滴法）プログラムと被告新接触角計算（液滴法）プログラムとで

は，ソースコードの記載の方法，内容及び順序等がかなり異なり，ソースコードの記載

が類似する部分は，いずれも十数行と比較的短く，単純な計算を行う３箇所に限定され

るから，両者のソースコードの記載に実質的同一性があると認めることはできず，他に

これを認めるに足りる証拠はない。 

 原告は，両者のプログラムの構造ないし枠組みが類似するとか，表現の基本的な筋に

変更がないとか，各ブロックが１対１に対応するなどと主張するが，これは概括的な処

理の流れである解法の類似性を述べるものに過ぎず，直ちに両者の表現自体の同一性を

根拠付けるものとはいえない。 

（神谷十三和） 

 

 

Ｑ１０．出願人に無断で明細書や意見書の内容をホームページに掲載すると著作権侵害
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となることがありますか？。 

Ａ 特許庁ＨＰのＱ＆Ａには「公報に掲載されている明細書や図面等は、通常、その創

作者である出願人等が著作権を有していますので、転載する場合は許諾が必要になるこ

とがあります。」と記載されています。 

 特許公報等は著作権法第１３条の「権利の目的とならない著作物」には該当しません

ので、著作権法第３０条～第５０条の「著作権の制限」に該当する複製等の場合を除き

、出願人等に無断で明細書等の内容をホームページに掲載すると著作権侵害となります

。 

 但し、特許公報等に創作性が認められない場合は著作物とは認められませんので、著

作権侵害とはなりません。 

＜裁判例：(平成２３年４月２７日判決 東京地裁平成２２年(ワ)第３５８００号 損害

賠償請求事件)＞ 

・事案の概要 

 原告が、被告の商品台紙に掲載した取扱説明文及び写真は，原告が実用新案登録出願

の願書に添付した明細書及び図面を補正するため特許庁に提出した手続補正書を複製

又は翻案したものであり，被告の行為は，原告の有する手続補正書の著作権を侵害する

と主張して，損害賠償の支払を求めた。 

・裁判所の判断 

 Ａ部分は，本件明細書の「３ 考案の詳細な説明」の「例Ⅰ おにぎり（５’）の上

に型当て板（１）を当て上からふりかけ，ごま，桜でんぶ，青のり等粒状の具（６）を

くりぬき部（２）にうめ込んで型当て板（１）をとりのぞけばおにぎり（５’）に花や

動物等の絵や模様や字がえがき出されて美しいおにぎりとなっている。」とある部分で

ある。 

 原告は，Ａ部分は，原告が独自に考え思い付いたものを説明したものであって，言語

による表現で何らかの個性，独自性があり，他人の真似，模倣でないものが言語で表現

されている創作的部分である旨主張する。 

 しかし，Ａ部分は，実施例についての記述であり，実施例に表れた技術的思想や実施

例に示された実施方法それ自体は，アイデアであって表現ではないから，それ自体は著

作権法によって保護されるべき対象とならない。 

 そして，Ａ部分の具体的表現も，①おにぎりの上に型当て板を当て，②上から，ふり

かけ，ごま，桜でんぶ，青のり等の粒状の具をくり抜き部に埋め込んで，③型当て板を

取り除くと，④おにぎりに花や動物等の絵，模様や，字が描き出されて，⑤美しいおに

ぎりができあがるということを，一般に使用されるありふれた用語で表現したものにす

ぎず，表現上の創作性を認めることはできない。 

 したがって，Ａ部分に言語の著作物としての創作性を認めることはできない。 
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（神谷十三和） 

 

 

Ｑ１１．量産品のデザインに著作権はありますか？。 

Ａ 量産品が実用品である場合は、一般に「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

もの（２条１項１号）」とはいえず、著作物とは認められません。 

 ただし、量産品であっても、純粋美術に該当すると認めうる高度の美的表現を具有し

ているときは、美術の著作物として著作権法の保護対象となりえます（仏壇彫刻事件：

神戸地裁姫路支部昭和５４年７月９日判決）。 

＜裁判例：仏壇彫刻事件（神戸地裁姫路支部昭和５４年７月９日判決）＞ 

・事案の概要 

 原告は，彫刻師であるところ，昭和４４年頃，仏壇の内部を飾る彫刻（本件彫刻）の

原型を完成し，これにプラスチックを流しこんで制作した製品を販売していたところ，

被告が，上記製品を一部修正した製品を使用した仏壇を販売等していたため，原告が，

被告の行為により本件彫刻の著作権が侵害された旨主張し，複製等の差止め，型枠の廃

棄及び損害賠償を請求した。 

・裁判所の判断 

 著作権法は、２条１項１号で美術の範囲に属するものを著作物の対象とすると規定す

るとともに、２条２項では、「美術の著作物」には美術工業品を含む、と規定している

ので、応用美術のうち美術工芸品に属しないものは美術の著作物として著作権法の保護

の対象となりうるかは問題である。 

 応用美術をどこまで著作権法の保護対象となすべきかは意匠法等工業所有権制度と

の関係で困難な問題が存するが、産業上利用を目的とする創作は総じて意匠法等工業所

有権制度の保護対象としていること等を勘案すると、応用美術であつても、本来産業上

の利用を目的として創作され、かつ、その内容および構成上図案またはデザイン等と同

様に物品と一体化して評価され、そのものだけ独立して美的鑑賞の対象となしがたいも

のは、意匠法等により保護をはかるべく、著作権を付与さるべきではないが、これに対

し、実用品に利用されていても、そこに表現された美的表象を美術的に鑑賞することに

主目的があるものについては、純粋美術と同様に評価して、これに著作権を付与するの

が相当である。 

 したがつて、著作権法２条２項は、高度の美的表現を目的とする美術工芸品にも著作

権が付与されるという当然のことを注意的に規定しているものと解される。そうだとす

ると、応用美術作品が同時に形状・内容および構成などにてらし純粋美術に該当すると

認めうる高度の美的表現を具有しているときは美術の著作物として著作権法の保護の

対象となりうるわけである。 
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 本件彫刻は仏壇の装飾に関するものであるが、表現された紋様・形状は、仏教美術上

の彫刻の一端を窺わせ、単なる仏壇の付加物ないしは慣行的な添物というものではなく

、それ自体美的鑑賞の対象とするに値するのみならず、彫刻に立体観・写実観をもたせ

るべく独自の技法を案出駆使し、精巧かつ端整に作品を完成し、誰がみても、仏教美術

的色彩を背景とした、それ自体で美的鑑賞の対象たりうる彫刻であると観察することが

できるものであり、その対象・構成・着想等から、専ら美的表現を目的とする純粋美術

と同じ高度の美的表象であると評価しうるから、本件彫刻は著作権法の保護の対象たる

美術の著作物であるといわなければならない。 

（神谷十三和） 

 

 

Ｑ１２．標語、キャッチフレーズは著作物として保護されますか？。 

Ａ 標語やキャッチフレーズが、著作物であるかどうかは、ケースバイケースで判断さ

れると考えられます。単に言葉を羅列し語呂よく組み合わせただけのもの、ありふれた

表現などは、著作物性が認められません。ただし、言語の著作物として創作性が認めら

れるような表現であれば、標語やキャッチフレーズであっても、著作物性が認められる

場合があると考えられます。標語については、五・七・五調を用いて作成された交通安

全のための交通標語について、著作物性を認めた裁判例（東京地裁平成１３年５月３０

日判決）があります（文化庁ＨＰの著作権Ｑ＆Ａ）。 

＜裁判例：(平成１３年１０月３０日判決 知財高裁平成１３年(ネ)第３４２７号損害

賠償請求控訴事件)(原審：平成１３年５月３０日判決 東京地裁平成１３年(ワ)第２１

７６号)＞ 

・事案の概要 

「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」というスローガンを創作した原告が、「マ

マの胸よりチャイルドシート｣を作成し、交通事故防止キャンペーンのためのスローガ

ンとして各テレビ局で放映させた被告に対して、被告スローガンは原告スローガンの著

作権（複製権・翻案権）を侵害しているとして損害賠償を求めた。１審は原告スローガ

ンの著作物性を肯定したが、被告スローガンと実質的に同一のものではないとして原告

の請求を棄却したので、原告が控訴した。 

・原審の判断 

 原告は，親が助手席で，幼児を抱いたり，膝の上に乗せたりして走行している光景を

数多く見かけた経験から，幼児を重大な事故から守るには，母親が膝の上に乗せたり抱

いたりするよりも，チャイルドシートを着用させた方が安全であるという考えを多くの

人に理解してもらい，チャイルドシートの着用習慣を普及させたいと願って，「ボク安

心 ママの膝（ひざ）より チャイルドシート」という標語を作成したことが認められ
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る。そして，原告スローガンは，３句構成からなる５・７・５調（正確な字数は６字，

７字，８字）調を用いて，リズミカルに表現されていること，「ボク安心」という語が

冒頭に配置され，幼児の視点から見て安心できるとの印象，雰囲気が表現されているこ

と，「ボク」や「ママ」という語が，対句的に用いられ，家庭的なほのぼのとした車内

の情景が効果的かつ的確に描かれているといえることなどの点に照らすならば，筆者の

個性が十分に発揮されたものということができる。 

 したがって，原告スローガンは，著作物性を肯定することができる。 

・控訴審の判断 

 原告スローガンや被告スローガンのような交通標語の著作物性の有無あるいはその

同一性ないし類似性の範囲を判断するに当たっては，①表現一般について，ごく短いも

のであったり，ありふれた平凡なものであったりして，著作権法上の保護に値する思想

ないし感情の創作的表現がみられないものは，そもそも著作物として保護され得ないも

のであること，②交通標語は，交通安全に関する主題（テーマ）を盛り込む必要性があ

り，かつ，交通標語としての簡明さ，分りやすさも求められることから，これを作成す

るに当たっては，その長さ及び内容において内在的に大きな制約があること，③交通標

語は，もともと，なるべく多くの公衆に知られることをその本来の目的として作成され

るものであること（原告スローガンは，財団法人全日本交通安全協会による募集に応募

した作品である。）を，十分考慮に入れて検討することが必要となるというべきである

。 

 そして、このような立場に立った場合には，交通標語には，著作物性（著作権法によ

る保護に値する創作性）そのものが認められない場合も多く，それが認められる場合に

も，その同一性ないし類似性の認められる範囲（著作権法による保護の及ぶ範囲）は，

一般に狭いものとならざるを得ず，ときには，いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止

するだけにとどまることも少なくないものというべきである。 

 これを本件についてみると、原告スローガンに著作権法によって保護される創作性が

認められるとすれば，それは，「ボク安心」との表現部分と「ママの膝（ひざ）よりチ

ャイルドシート」との表現部分とを組み合わせた，全体としてのまとまりをもった５・

７・５調の表現のみにおいてであって，それ以外には認められないというべきである。 

 これに対し，被告スローガンにおいては，「ボク安心」に対応する表現はなく，単に

「ママの胸より チャイルドシート」との表現があるだけである。そうすると，原告ス

ローガンに創作性が認められるとしても，それは，前記のとおり，その全体としてのま

とまりをもった５・７・５調の表現のみにあることからすれば，被告スローガンを原告

スローガンの創作性の範囲内のものとすることはできないという以外にない。 

（神谷十三和） 
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著作権Ｑ＆Ａ（著作権、著作者人格権） 

 

Ｑ１：ゲームに用いられるパラメータを置き換えることによりゲームをパワーアップで

きるメモリーカードを輸入販売する者は、同一性保持権を侵害するか？ 

Ａ： ゲームソフトの映像は、思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸、学

術、美術又は音楽の範囲に属する著作物である（２条１項１号、１０条１項７号）

。 

    メモリーカードの使用によりゲームソフトを改変し、著作者の意に反してストー

リーの改変をもたらせば同一性保持権を侵害する（２０条１項）。 

  

事例：ときめきメモリアル事件 最高裁平成１１年（受）９５５号 

＜事実関係概要＞ 

本件は、コンピュータ用ゲームソフト「ときめきメモリアル」について著作者人格権

を有する被上告人が、商品名「Ｘ－ＴＥＲＭＩＮＡＴＯＲ ＰＳ版 第２号 ときメモ

スペシアル」というメモリーカードを輸入、販売する上告人の行為は被上告人の有する

同一性保持権を侵害するものであると主張して、慰謝料を請求する事件である。 

＜原審の適法に確定した事実関係の概要＞ 

被上告人は，本件ゲームソフトについて著作者人格権を有する。本件ゲームソフトは

，ゲームを行う主人公（プレイヤー）が架空の高等学校の生徒となって，設定された登

場人物の中からあこがれの女生徒を選択し，卒業式の当日，この女生徒から愛の告白を

受けることを目指して，３年間の勉学や出来事，行事等を通してあこがれの女生徒から

愛の告白を受けるのにふさわしい能力を備えるための努力を積み重ねるという内容の

恋愛シミュレーションゲームである。 

本件ゲームソフトにおいては，プレイヤーの能力値として９種類の表パラメータ（体

調，文系，理系，芸術，運動，雑学，容姿，根性及びストレス）及び３種類の隠しパラ

メータ（女生徒のプレイヤーに対する評価を示すときめき度，友好度及び傷心度。以下

，表パラメータと併せて「パラメータ」という。）の初期値が設定されている。そして

，プレイヤーが選択できるコマンドが予め設定されるとともに，コマンドの選択により

上昇するパラメータと下降するパラメータとが連動するように設定されており，プレイ

ヤーが到達したパラメータの数値いかんにより女生徒から愛の告白を受けることがで

きるか否かが決定される。本件ゲームソフトにおいては，初期設定の主人公の能力値か

らスタートし，あこがれの女生徒から愛の告白を受けることを目標として主人公自身の

能力を向上させていくことが中核となるストーリーであり，その過程で主人公の能力値

の達成度等に応じて他の女生徒との出会いがあるという設定となっており，そのストー

リーは，一定の条件下に一定の範囲内で展開されるものである。 
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（２）上告人は，本件メモリーカードを輸入し，522個販売した。本件メモリーカード

には，データの記憶単位（ブロック１ないし１３）に本件ゲームソフトで使用されるパ

ラメータがデータとして収められ，プレイヤーは，本件ゲームソフトのプログラムを実

行するに当たり，本件メモリーカードの任意のブロック内のデータをゲーム機のハード

ウエアに読み込んで，そのデータを使用することができる。 

（３）本件ゲームソフトにおいては，主人公の能力値が低い段階からスタートし，コマ

ンドの選択により上昇するパラメータと下降するパラメータとが連動する形で設定さ

れているため，最も効率よく表パラメータの数値を上昇させることができたとしても，

卒業間近の時点で特定少数の表パラメータを高数値にするのが限度であり，プレイヤー

の主体的な操作のみで９種類の表パラメータのほとんどを高数値にすることはできな

い。また，表パラメータの数値が一定値に達する時期までは女生徒が登場しない前提で

ストーリーの展開が図られている。 

これに対し，本件メモリーカードのブロック１ないし１１のデータを使用すると，入

学直後の時点でストレス以外の表パラメータのほとんどが極めて高い数値となり，これ

があこがれの女生徒に合った達成度でプレイできるような数値である結果，入学当初か

ら本来は登場し得ない女生徒が登場する。 

 また，本件メモリーカードのブロック１２又は１３のデータを使用すると，ゲームス

タート時点が卒業間近の時点に飛び，その時点でストレス以外のすべての表パラメータ

の数値が本来ならばあり得ない高数値に置き換えられ，かつ，あこがれの女生徒から愛

の告白を受けるのに必要な隠しパラメータの数値を充たすようにデータが収められて

おり，必ずあこがれの女生徒から愛の告白を受けることができるようになっている。 

＜最高裁の判断＞ 

１．本件ゲームソフトの影像は，思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸

，学術，美術又は音楽の範囲に属するものとして，著作権法２条１項１号にいう著作物

ということができるものであるところ，前記事実関係の下においては，本件メモリーカ

ードの使用は，本件ゲームソフトを改変し，被上告人の有する同一性保持権を侵害する

ものと解するのが相当である。けだし，本件ゲームソフトにおけるパラメータは，それ

によって主人公の人物像を表現するものであり，その変化に応じてストーリーが展開さ

れるものであるところ，本件メモリーカードの使用によって，本件ゲームソフトにおい

て設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに，そ

の結果，本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され，スト

ーリーの改変をもたらすことになるからである。 

 以上と同旨の原審の判断は，正当として是認することができ，原判決に所論の違法は

ない。 

２．本件メモリーカードは，前記のとおり，その使用によって，本件ゲームソフトにつ
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いて同一性保持権を侵害するものであるところ，前記認定事実によれば，上告人は，専

ら本件ゲームソフトの改変のみを目的とする本件メモリーカードを輸入，販売し，多数

の者が現実に本件メモリーカードを購入したものである。そうである以上，上告人は，

現実に本件メモリーカードを使用する者がいることを予期してこれを流通に置いたも

のということができ，他方，前記事実によれば，本件メモリーカードを購入した者が現

実にこれを使用したものと推認することができる。そうすると，本件メモリーカードの

使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ，上告

人の前記行為がなければ，本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなか

ったのである。 

したがって，専ら本件ゲームソフトの改変のみを目的とする本件メモリーカードを輸

入，販売し，他人の使用を意図して流通に置いた上告人は，他人の使用による本件ゲー

ムソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして，被上告人に対し，不法行為に基

づく損害賠償責任を負うと解するのが相当である。 

 所論の点に関する原審の判断は，結論において正当であり，原判決に所論の違法はな

い。 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ２：①遺族以外の者が故人の人格的利益保護の措置を請求することができるのか？ 

②また、著作物である建築物を解体移築することは改変となり同一性保持権の侵

害となるのか？ 

Ａ①： 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない（５９条）

。 

著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となる行為をしては

いけない（６０条）。 

    著作者の遺族は、著作者人格権を侵害する行為をした者等に対して差止め請求

、名誉回復の措置の請求ができる（１１６条１項）。著作者は、遺言により遺族

に代えて請求する者を指定することができる（同条３項）。 

Ａ②： 建築物は、著作物である（２条１項１号、１０条１項５号）。 

       著作者は、著作物の同一性を保持する権利を有し、その意に反して改変を受け

ない（２０条１項）。 

    建築物の改変等については、同条１項の適用を受けない（同条２項）。 

    著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となる行為をして

はいけないが（６０条）、その行為の性質等によりその行為が著作者の意を害し

ないと認められる場合にはこの限りではない（同条但し書き）。 
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事例：著作権仮処分命令申立事件 

東京地裁 平成１５年６月１１日決定 

平成１５年（ヨ）２２０３１号 

（１）事実関係概要 

  学校法人Ｋの経営するＫ大学構内建物「新萬来舎」と隣接の庭園は故Ｎと故Ｔとの

共同著作に係るもので、両者は一体として建築の著作物と認められるものであったが

、Ｋ大学は新校舎建設のためこれらを一旦解体して一部を新校舎の屋上に移転するこ

とを計画した。 

  そこで、故Ｎの遺言により故Ｎの全ての著作物に対する権利を譲受けたと称するア

メリカのＡ財団が学校法人Ｋに対し、著作物人格権（同一性保持権）を侵害するとし

て、解体移築差止の仮処分命令を申立てた。 

（２）争点 

争点１ 

Ａは、故Ｎの著作物に関する著作者人格権を行使する権利を承継したか。 

争点２ 

本件工事による著作物改変の有無、著作権法２０条２項２号又は６０条但書の有無

に関し、著作者人格権の侵害の有無が争われた。 

（３）裁判所の判断 

①争点１について 

著作者人格権は一身専属であるが（５９条）、著作者の死後においても人格的利益の

保護が受けられる（６０条）。 

法６０条の規定に違反する者等に対し遺族は権利行使が可能である（１１６条１項）

。遺族以外の者でも、遺言により指定を受けた者は１１６条１項の請求をすることがで

きる（１１６条３項）。 

指定があったものと認められるためには、自己の著作物の死後における改変に対する

対応を遺贈の相手に委ねた意思が読み取れる必要がある。 

しかし、遺言書には、著作権法第１１６条３項にいう「指定」を行使することを明示

的に示す文言は存在せず、しかも遺言書の全体からしても「指定」があったものと認め

ることができない。 

 よって、Ａは、故Ｎから著作権法第１１６条３項にいう「指定」を受けていたことに

ついて疎明がされているということはできない。 

 

②争点２について 

 本件建物全体は庭園と一体の１個の著作物を構成する。 



 23

 建物の東側についての空間的特性が失われること、一般的に鉄筋コンクリートの建物

はいったん解体してしまうと復元が難しいとされており、本件建物の壁面と一体となっ

ているテラコッタタイルの復元は困難であること等に鑑みれば、本件工事により、本件

建物につき、制作者の意図した特徴が一部損なわれる結果を生じるといわざるを得ない

。 

 従って、本件工事は、著作物を改変し、著作物の同一性を損なう結果となる（２０条

１項）。 

 しかし、建築物については、鑑賞目的というよりも、むしろ現実に使用することを目

的として製作されるものであることから、一定の範囲で著作者の同一性保持権を制限し

、改変を許容することとしている。この点からすると、本件工事は経済的・実用的観点

から必要な範囲の増改築であって、本件工事は２０条２項２号にいう増改築に該当し、

著作物の同一性を侵害するものではない。 

 また、本件工事は、公共目的のために必要に応じた大きさの建物の建築であり、しか

も現状を可能な限り復元するものなので、６０条但し書が適用される。 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ３： 一般向け商業誌へ投稿された俳句を添削し入選として掲載することは、同一性

保持権の侵害となるか？ 

Ａ： 俳句は、思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術又は音

楽の範囲に属する著作物である（２条１項１号、１０条１項１号）。 

     俳句を添削することは、思想又は感情の改変をもたらし同一性保持権を侵害する

（２０条１項）。 

    俳句を掲載することは、複製権を侵害する（２１条）。 

しかし、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、

法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、

その慣習に従う（民法第９２条（任意規定と異なる慣習））。 

 

事例：俳句投稿事件 東京高裁 平成９年（ネ）第４１４６号 

＜事実関係概要＞ 

 控訴人は、Ａ、Ｂ、Ｃ記載の俳句を創作し、雑誌「ＮＨＫ出版 俳句」の「入選句」

欄に、選者（被控訴人）を指定して、本件各俳句を投句した。  

 被控訴人は、本件俳句Ａをａ記載のとおりに、本件俳句Ｂをｂ記載のとおりに、本件

俳句Ｃをｃ記載のとおりに、それぞれ添削し改変した上で入選句として選定した。そし

て、雑誌に各入選句を掲載し、雑誌を販売した。  
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  Ａ 波の爪砂をつまんで桜貝  

  Ｂ 井戸水からメロンの網目がたぐらるる  

  Ｃ みのうえに蓑虫銀糸の雨も編め  

  ａ 砂浜に波が爪たて桜貝  

  ｂ 井戸水からメロンの綱がたぐらるる  

  ｃ 蓑虫の蓑は銀糸の雨も編む  

＜裁判所の判断＞ 

１．無断改変による著作者人格権の侵害、名誉棄損に基づく損害賠償請求について 

著作権の同一性保持権を規定する著作権法二〇条は、民法九二条にいう「公ノ秩序ニ関

セサル規定」、すなわち任意規定であると解される。  

  さらに、本件において控訴人が本件各俳句を投稿するに当たり、添削をした上で採

用されることを拒む旨の意思を表明したとの事情はうかがわれないから、民法九二条に

いう「当事者カ之ニ依ル意思ヲ有セルモノト認ムヘキトキ」に当たると認められる。  

 そうすると、本件各俳句を添削し改変した行為は、右のような俳句界における事実た

る慣習に従ったものであり、許容されるところであって、違法な無断改変と評価するこ

とはできないから、本訴請求のうち、本件各俳句の無断改変による著作者人格権侵害及

び名誉棄損をいう損害賠償請求は、理由がない。  

２．著作権侵害による損害賠償請求、著作権使用料の請求について 

 本件各俳句につき添削したことをもって違法な無断改変であったと評価することが

できないことは説示のとおりであるところ、添削された本件各俳句（本件各入選句）の

本件雑誌への掲載は、俳句界における事実たる慣習及び本件雑誌の性格に照らし、控訴

人の投稿行為により当然同意されていたものと認めるべきであるから、その掲載が広い

意味で被控訴人会社の経済活動の目的に使用されたとしても、そのことに何ら違法性は

なく、控訴人の本件各入選句の本件雑誌への掲載が著作権侵害であるとの主張は失当で

あり、これに基づく損害賠償請求は理由がない。  

 また、本件雑誌の「入選句」欄の投稿句応募要領には、投句された句を入選句として

掲載するについて、投句者に著作権使用料を支払う旨の記載はないことが認められる。

  

  さらに、右各書証によれば、本件雑誌は、俳句の初心者や中級者に対して句作の指

導を行うことを目的とした雑誌であり、その中の「入選句」欄も、同様の目的を有する

ことが認められるから、黙示にも投句者に著作権使用料を支払う旨の合意がされたと認

めることはできない。  

  したがって、控訴人の著作権使用料の支払を求める請求は、理由がない。  

＜参考＞民法第９２条（任意規定と異なる慣習） 

「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事
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者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」 

民法上のルールの優先順位としては、「強行規定＞当事者の意思表示＞慣習＞任意規

定」ということになる。 

本条における「その慣習による意思を有しているものと認められる」とは、積極的に

その意思を表示している必要はない。 

この点は、「慣習による意思を有していない」という反対の意思を表示しない限りは

、「慣習による意思を有している」ものと推定される（大審院判決大正3年10月27日、

大審院判決大正10年6月2日）。 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ４：氏名表示権に関し、氏名は表示してあれば良いのか？ 

Ａ： 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示

に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しな

いこととする権利を有する（１９条１項）。 

 

事例：「ドルフィン・ブルー」事件  東京地判平成１１年３月２６日判時１６９４号 

＜事実関係概要＞ 

 原告（Ｈ．Ｍ．）は、撮影した写真を「Ｄｏｌｐｈｉｎ Ｂｌｕｅ ドルフィン・ブ

ルー」と題するＣＤ－ＲＯＭソフトに収録・販売していたところ、被告（毎日コミュニ

ケーションズ）がその発行する月刊情報誌「ＣＤ－ＲＯＭ Ｆａｎ」の平成七年一〇月

号に、原告の「Ｄｏｌｐｈｉｎ Ｂｌｕｅ」から写真合計３４点を複製・掲載して発売

したことが、本件写真についての著作権（複製権）および著作者人格権（氏名表示権お

よび同一性保持権）を侵害するものとして、損害賠償が認容された。 

＜裁判所の判断＞ 

１．本件写真の著作物性について判断する。 

本件写真は原告が自然の中に生息している野性のイルカを被写体として撮影した写

真であること、原告は、本件写真を撮影するに当たり、自らの撮影意図に応じて構図を

決め、シャッターチャンスを捉えて撮影を行ったこと、以上の事実が認められ、これら

の事実に証拠（検甲一）によって認められる本件写真の映像とを併せて考えると、本件

写真は、原告の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を有するものと認

められる。 

 したがって、原告は、本件写真について著作権及び著作者人格権を有する。 

２．被告らが本件写真を掲載した本件雑誌を発売したことが原告の有する氏名表示権を

侵害するかどうかについて判断する。 
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本件雑誌に、「Ｄｏｌｐｈｉｎ Ｂｌｕｅ」のジャケットの写真等が掲載されている

ことが認められるが、証拠によると、右ジャケットの写真には「水口博也」という同ジ

ャケットに印刷された文字が見えるものと認められる。また、本件記事には他のＣＤ－

ＲＯＭのジャケットの写真も掲載されていることが認められるが、証拠によると、その

中には、ジャケットには撮影者の氏名が印刷されていないため、写真の著作者が誰であ

るか分からないものがあることが認められる。 

 認定の事実によると、本件雑誌のジャケット上の「水口博也」の氏名は、ジャケット

の写真の一部として出ているものであり、著作者の氏名を表示するものとして記載され

ているものではないと認められるから、ジャケット上の「水口博也」の氏名が見えるか

らといって、被告らが本件写真を本件雑誌に掲載して公衆に提供するに際して、原告の

氏名を表示したとは認められない。 

 そして、弁論の全趣旨を総合すると、被告らは、本件写真を本件雑誌に掲載して公衆

に提供するに際して、原告の氏名を表示しなかったものと認められるから、被告らが本

件写真を掲載した本件雑誌を販売したことは、原告が本件写真について有する氏名表示

権を侵害する。 

（複製権及び同一性保持権については省略） 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ５：法人が著作者人格権を有するのか？ 

   法人が著作者人格権侵害による侵害の停止等を行えるのか？ 

Ａ： 職務上作成する著作物の著作者は、別段の定めがない限り、その法人等とする（

１５条１項）。著作者は著作者人格権を有する（１８条、１９条、２０条）。 

   著作者は、侵害の停止又は予防等を請求することができる（著１１２条、民７０

９条）。 

著作者は、名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができ

る（１１５条）。 

 

事例：ＳＭＡＰインタヴュー記事事件 

  東京地判平成１０年１０月２９日判時１６５８号 

＜事実関係概要＞ 

被告らが出版し販売した被告書籍は、原告らが著作した雑誌の記事を複製又は翻案し

たものであり、原告らの著作権（複製権、翻案権）及び著作者人格権（同一性保持権、

氏名表示権）を侵害すると主張して、被告書籍の複製等の差止め及び廃棄、謝罪広告並

びに損害賠償を求めている事案である。 
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＜裁判所の判断＞ 

１．著作物人格権の侵害の有無 

 被告書籍中には、原告記事を複製し又は翻案した記述があるのにもかかわらず、著作

者として原告出版社らの名称が表示されていない。 

 したがって、被告らは、原告出版社らの氏名表示権（著作権法一九条一項）をも侵害

したものである。 

 また、被告らは、原告記事を複製又は翻案するに際して、別紙六「対照表」記載のと

おり、原告記事の表現に変更、切除その他の改変を加えているから、原告記事のうち当

該部分についての原告出版社らの同一性保持権（著作権法二〇条一項）を侵害したもの

と認められる。 

被告らが被告書籍を出版した行為は、原告出版社らの著作権及び著作者人格権を侵害

するから、原告出版社らは被告らに対し、侵害行為の停止及び予防を求めることができ

る。 

２．損害賠償 

著作者人格権侵害による損害につき検討すると、本件における著作者である原告出版

社らはいずれも法人であり格別の精神的損害を被ったとは認められないこと、著作権侵

害と著作者人格権侵害が同一の行為により生じたものであるところ、右侵害行為による

著作権侵害の損害につき前記のとおりの賠償請求を認容していることに照らすと、原告

出版社らの受けた損害の回復のためには著作権侵害による損害賠償を認めれば十分で

あり、これに加えて著作者人格権侵害による損害賠償を認めるまでもないと解するのが

相当である。 

３．名誉回復の措置 

著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、著作者の名誉

若しくは声望を回復するために、適当な措置を請求することができ（著作権法一一五条

）、この「適当な措置」には謝罪広告の掲載が含まれるが、右の「名誉若しくは声望」

とは、著作者がその名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、

すなわち社会的名誉声望を指すものであって、人が自分自身の人格的価値について有す

る主観的な評価、すなわち名誉感情を含むものではないと解される。 

これを本件についてみるに、被告書籍が出版されたことによって原告出版社らに対す

る社会的な名誉が毀損されたことをうかがわせる証拠はないから、その名誉声望を回復

するために、謝罪広告を掲載することが必要であるとは認められない。 

＜参考＞ 

 「法人に著作者人格権を認める実質的な理由は、従業者に著作者人格権を帰属させる

と、使用者である法人が当該著作物を自由に改変できなくなるので、そのような事態を

防ぐという消極的なものにすぎないであろう。 
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 ・・・ 

法人に著作者人格権が発生するのは解釈上やむを得ぬとしても、法人としては他の者

が著作者人格権を持たなければよい、つまり防衛的な意味合いが強いのであるから、そ

の趣旨から法人が積極的に著作者人格権を行使することに対してはできうる限り限定

的に解釈すべきであろう。例えば、損害賠償請求については特別な考慮をすることも考

えられる。」（中山信弘「著作権法」（有斐閣，2010年，368頁）） 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ６： 他人の著作物の一部分を素材として利用しても同一性保持権の侵害となるか？ 

Ａ： 著作物を素材として利用することにより改変すれば、思想又は感情の改変をもた

らし同一性保持権を侵害する（２０条１項）。 

 

事例：本多勝一反論権事件上告審 最判平10・7・17判時１６５１号５６頁   

＜事実関係概要＞ 

上告人の著作物について被上告人Ｂ１の執筆、公表した評論が上告人の名誉を毀損す

るものであるとして、上告人が被上告人らに対して損害賠償等を請求するものであり、

前提となる事実関係の概要は、次のとおりである。 

 上告人は、昭和五二年一二月に株式会社Ｄ新聞社から発行された「ベトナムはどうな

っているのか？」と題する書籍を執筆し、その一七六ないし一七八頁において、「一二

人の集団″焼身自殺″事件」との見出しの下に、「去年の六月一二日」にカントーでベ

トナムの僧尼が焼死した事件（以下「本件焼死事件」という。）が堕落・退廃した僧侶

の無理心中事件であるなどとするベトナム愛国仏教会副会長Ｅ師の談話の紹介等を内

容とする記述（以下「本件著作部分」という。）をした。 

 被上告人Ｂ１は、被上告人株式会社Ｂ２発行の月刊雑誌「諸君！」昭和五六年五月号

に、「今こそ『ベトナムに平和を』」と題する評論を執筆し、その五八ないし六三頁に

おいて、本件焼死事件はベトナム政府の宗教政策に抗議する集団自殺であったとした上

、本件著作部分に関する上告人の執筆姿勢を批判する内容の記述（以下「本件評論部分

」という。）をした。 

＜裁判所の判断＞ 

 著作権法二〇条に規定する著作者が著作物の同一性を保持する権利（以下「同一性保

持権」という。）を侵害する行為とは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特

徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、他人の著作物を素材

として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様において

これを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである（昭和
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五一年（オ）第九二三号同五五年三月二八日第三小法廷判決・民集三四巻三号二四四頁

参照）。 

 これを本件について見ると、被上告人Ｂ１が執筆した本件評論部分の中段部分冒頭の

三行は、前記のとおり、上告人の本件著作部分の内容を要約して紹介するものとして適

切を欠くものであるが、本件著作部分の内容の一部をわずか三行に要約したものにすぎ

ず、三八行にわたる本件著作部分における表現形式上の本質的な特徴を感得させる性質

のものではないから、本件著作部分に関する上告人の同一性保持権を侵害するものでな

いことは明らかである。また、論旨は被上告人Ｂ１により本件著作部分の改ざん引用及

び恣意的引用がされたというが、その趣旨は、いずれも、本件著作部分がＥ師の談話を

そのまま掲載したものであるにもかかわらず、被上告人Ｂ１によりこれが上告人自身の

判断であるかのように利用されたというものであって、その外面的な表現形式における

改変をいうものではない。 

したがって、被上告人Ｂ１の行為が上告人の本件著作部分に関する同一性保持権を侵

害しないとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は、独自の見

解に立って原判決を非難するものであって、採用することができない。 

                                 （巽 正吾） 

 

 

Ｑ７： 共同著作の場合、氏名表示順序は問題にならないか？ 

Ａ： 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示

に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しな

いこととする権利を有する（１９条１項）。 

 

事例：氏名順事件  東京地裁 平成８・７・３０判時１５９６号８５頁 

＜裁判所の判断＞ 

 論文においては第一人者かそれ以外の共著者かは、評価その他の点で大きな違いがあ

ること、第一著者がその研究の責任と権利をもっていることが認められ、承諾なく著作

順位を変更することは不法行為を構成する。 

＜参考＞ 

 「氏名の掲載順が大きな意味を有する場合もあるが、共同著作物である以上はその順

が正当でないとしても氏名表示権の問題ではなく、不法行為の問題となりうるにすぎな

いだろう。」（中山信弘「著作権法」（有斐閣，2010年，380頁）） 

                                 （巽 正吾） 

 

 



 30

Ｑ８．私はある画家から絵画を購入しました。その後、その絵画が無断で掲載された書

籍が売られていることを知りました。その書籍に掲載されている絵画は、私が絵画を

購入する前に撮影されたようです。絵画は私のものなので何とか書籍の販売をやめさ

せることはできませんか？ 

Ａ 絵画を撮影して書籍に掲載する行為は、美術の著作物（１０条１項４号）の複製に

当たるため、複製権（２１ 条）の侵害に該当します。 

 しかし、絵画の所有者は、原作品の所有権を有するにとどまりますので、原作品の

複製物である書籍の販売行為をやめさせることはできないと考えます。 

 ただし、絵画の所有者が絵画についての複製権についても画家から譲り受けている

のであれば、書籍の販売をやめさせることもできる可能性があります。 

＜本件のテーマ＞有体物と無体物 

参考として、顔真卿自書建中告身帖事件（最判昭59.1.20）があります。 

事件の概要 Ｙ（唐代の書家の作品の写真乾板を有する者）が、これを用いて書籍を

出版した行為について、この作品を所有するＸ（書道博物館）の所有権を侵害するか

？ 

具体的事実 Ｘ（書道博物館）は、Ａから唐代の書家（顔真卿）の真蹟である自書建

中告身帖（本件原作品）を譲り受けた。Ｂは、それ以前、Ａから、本件原作品の写真

の撮影と、その複製物の製作・頒布の許諾を受けた。Ｙ（出版社）は、その後、Ｂの

相続人Ｃから、上記写真乾板を譲り受け、昭和55年8月30日、これを用いて本件原作

品の複製物を含む書籍を出版した。Ｘは、Ｙに対し、上記出版は、本件原作品の所有

権を侵害するものであるとして、書籍の販売差止め及び書籍中の本件原作品の複製部

分の廃棄を求めて提訴した。第1審は、「所有者が、有体物を離れて無体物である美

術の著作物自体を排他的に支配し、使用収益することができる訳ではない」と判断し

てＸの請求を棄却した。原審も、同様の判断をして、Ｘの控訴を棄却した。Ｘが上告

。 

判決 上告棄却。美術の著作物の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物

である美術の著作物を体現しているものというべきところ、所有権は有体物をその客

体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面

に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排

他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ９．私は自ら曲を作り、その曲をＣＤに焼いて個人で販売していたところ、そのＣＤ

を買った人から、私の曲がある国の曲にそっくりだと言われたのですが、このままＣ
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Ｄの販売を続けても大丈夫でしょうか？ 

Ａ．そっくりだと言われた曲を聞いたことがなく、ＣＤの曲を自ら作曲したのであれば

、著作権侵害に問われることはありませんので、ＣＤの販売を続けても大丈夫です。 

＜本件のテーマ＞偶然の暗合 

参考として、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件（最判昭59.9.7）があ

ります。 

事件の概要 既存の著作物（楽曲）と同一性のある作品が作成されても、既存の著作

物に依拠して再製されたものでないときは（偶然似ていた場合）、著作権侵害となる

か？ 

具体的事実 Ｘは、米国の作曲家が1933年（昭和8年）に作曲（発行）した楽曲（A曲

）の著作権の一時（期限付き）譲渡を受けた者である。A曲は、同年（昭和8年）作成

の米国映画の主題歌にも使用され、米国ではある程度知られていたが、日本では、昭

和35年、A曲の一部（a曲）がレコード化されたものの、昭和38年に至るまで、音楽の

専門家又は愛好家であれば、誰でも知っていたというわけではなかった。Ｙ1は、昭

和38年6月までに「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」（B曲）を作曲し、

これを公表した。Ｙ1は、放送局の演出部長を務め、昭和38年までにB曲のほか約10曲

を公表している。Ｙ2はB曲の著作権を譲り受け、これを出版した。 

 a曲とB曲は、移調して比較すると、第1～第3動機のうち、かなりの数の音が同一で

あり、両曲の演奏を聴くと、似ているような印象を受ける。もっとも、第1動機は、

短調の旋律としては珍しい形ではなく、第3動機は、短調の曲中、移調する場合のト

ランジションとしてよく使われるものである。 

 Ｘは、Ｙ1・Ｙ2に対し、著作権の侵害を理由に損害賠償を請求した。 

 第1審は、両曲を比較し、上記のとおり認定した上で、同一性が認められないと判

断し、Ｘの請求を棄却した。原審は、両曲の間に同一性が認められたとしても、既存

の著作物の存在、内容を知らずに独自に作成した場合には、これを知らなかったこと

に過失があるか否かを問うまでもなく、著作権の侵害とはならないとした上で、Ｙ1

がB曲を作成する前にA曲に接した蓋然性が大きいとはいえず、B曲は、a曲を知らなけ

れば作成できない程にはa曲に類似しておらず、B曲がA曲の改作物とは認められない

と判断して、控訴を棄却した。Ｘが上告。 

判決 上告棄却。著作物の複製とは、……その複製をしたことにはあたらず、……既

存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかった者は、これ

を知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した

作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を完成し

ても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。 

 控訴審の認定した事実（上記具体的事実参照）によれば、Ｙ1においてB曲の作曲前
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現にA曲に接していたことは勿論、A曲に接する機会があったことも推認し難く、B曲

をもってA曲に依拠して作曲されたA曲の複製物と断ずることはできない。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１０．通信衛星放送サービスにおいて、音楽を中心としたラジオ番組（多チャンネル

）を、デジタル信号により有料で公衆に送信していた事例で、音楽データを送信する

前にサーバに一時蓄積する行為等が、レコード制作者の著作隣接権を侵害しますか？ 

Ａ．本件番組における音楽データの保有サーバへの蓄積は、一時的なものといえるもの

であり、また、放送のためのものといえますので、著作権法102条1項によって準用さ

れる同法44条1項における「放送のための一時的な録音」に当たるものと認められま

す。よって、レコード製作者の著作隣接権を侵害しません。 

＜本件のテーマ＞複製権（一時的蓄積） 

上記のＱ＆Ａは、スターデジオ事件（東京地判平12.5.16）の事例です。 

具体的事実 Ｘらは、レコード製作者であり、Ｙらは、通信衛星放送サービスを利用

して音楽番組を提供している。Ｙらは、Ｘらの製作したレコード（ＣＤ）を、①アナ

ログ再生したものをデジタル信号に変換し、②圧縮した上、保有サーバへ送信、蓄積

し、③番組を編成した上、④送出サーバへ送信、蓄積し、⑤多重化、スクランブル加

工、符号化などの信号処理を施した上、衛生を通じて公衆に送信し、⑥受信者は、受

信チューナにおいて信号処理が行われる間、ＲＡＭに信号が蓄積されていた。 

 Ｙらの提供する番組は、音楽のジャンルにより異なる多数のチャンネルを設けて、

各チャンネルにおいて、同一の曲目のセットを多数回繰り返し送信するものであり、

受信者は、あらかじめ放送予定の情報を得ることによって、自己の嗜好に応じた曲を

、都合のよい時に、聴取した録音機器によってＭＤにデジタル録音する受信者が相当

数いた。 

 Ｘらは、Ｙらの上記②、⑦（⑦についてもＹらの行為と主張する）の行為が複製権

を侵害し、受信者らの上記⑧が複製権を侵害し、これをＹらが教唆もしくは幇助して

いると主張し、デジタル信号による公衆送信の差止め、Ｘらの製作したレコードの音

源を収録した媒体の作成の差止め、同媒体の廃棄を求めるとともに、損害賠償請求を

した。 

判決 請求棄却。本件番組における音楽データの保有サーバへの蓄積は、その運用の

実態に照らし、それがいずれ消去されることが予定されたシステムの下における蓄積

であるという意味において『一時的』なものといえるものであり、また、具体的な放

送に通常必要とされる範囲内において行われるものであるから、著作権法102条1項に

よって準用される同法44条1項における『放送のための一時的な録音』に当たるもの



 33

と認められる。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１１．振付家の許諾なく、同振付家の振り付けたダンスをテレビで踊ると、著作権侵

害となりますか？ 

Ａ．ダンスの振付けは舞踊の著作物に相当し、著作者は振付家になりますので、その振

付けを振付家に無断でテレビ放送すると、振付家の著作権（公衆送信権）を侵害する

ことになります。 

＜本件のテーマ＞上演権侵害の主体 

参考として、バレエ作品振付け著作権事件（東京地判平10.11.20）があります。 

事件の概要 振付家の許諾なく、同振付家の振り付けたバレエ作品を上演することが

、著作権（上演権）の侵害となり、当該上演の主催者が、上演権侵害の主体となりう

るか？ 

具体的事実 振付家であるＸは、バレエ作品である第1作品および第2作品について、

いずれも振付けを行った者であり、この両作品（本件両作品）について、著作権を有

している。Ｙは、海外からの音楽家の招聘などを業とする会社であるところ、ロシア

のＡバレエ団から、公演の演目を記載したファクシミリの送付を受けたが、その中に

は、ダンサーＢ、Ｃ、Ｄにより、本件両作品を上演することが記載されていた。しか

しながら、Ｙ代表者は、Ｂ（Ａバレエ団の副芸術監督でもある）とＸの関係が悪いこ

とを知悉しており、本件両作品の上演について、Ｘの許諾が得られることはないと考

えていたため、Ａバレエ団のゼネラルマネージャーＥに対し、一連の演目のうち本件

両作品を、他の作品と差し替えるよう求めた。また、実際に、Ａバレエ団は、上演の

許諾を依頼したＸ著作権アジア圏代理人財団を通じ、Ｘが許諾を拒絶したことを知ら

された。ところが、Ａバレエ団は、Ｙに対し、Ｘに許諾を拒絶された旨を伝える一方

で、本件両作品に代わる演目を具体的に示さず、結局、日本公演において、Ｂは、「

Ｂによるソロ」という演目名で、第1作品を演じ、ＣとＤは、第2作品を演じた（本件

上演）。その際、Ｙは、Ｅの指示に基づき、本件両作品についてのみ、他の演目とは

異なって、プログラムにおいて振付者名を表示しなかった。そこで、Ｘは、Ｙに対し

、著作権および著作者人格権侵害を理由とする損害賠償及び謝罪広告の掲載を求める

訴訟を提起した。 

判決 一部認容。舞踊の著作物の上演の主体は、実際に舞踊を演じたダンサーＢ、Ｃ

、Ｄに限られず、当該上演を管理し、当該上演による営業上の利益を収受する者Ｙも

、舞踊の著作物の上演の主体であり、著作権又は著作者人格権の侵害の主体となり得

るというべきである。 
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 なお、著作権法が保護している舞踊の著作物とは舞踊家により行われる「踊り」で

はなく「振付け」のことであり、著作権者は振付家である。本件においては、本件両

作品において、Ｘの思想・感情の創作的表現がされ、その著作権がＸに帰属すること

は問題がなかったようである。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１２．私はリサイクルショップで中古ゲームソフトを購入し、十分に遊んだ後、これ

を再びリサイクルショップに売却しました。しかしながら、中古ゲームソフトとはい

え、中古ゲームソフトの著作権はゲームメーカーにあるのだから、このように中古ゲ

ームソフトを売買する行為はそもそも適法なのでしょうか？ 

Ａ．本件では中古ゲームソフト自体はゲームソフトという著作物の複製物に該当し、ゲ

ームメーカーが有する著作権のうち頒布権の侵害に該当するか否かが問題となりま

す。しかしながら、中古ゲームソフトの売買においては、著作物の複製物を公衆に譲

渡する権利は、いったん適法に譲渡されたことにより消尽すると考えられており、当

該複製物を公衆に譲渡する行為は適法といえます。 

＜本件のテーマ＞頒布権 

参考として、中古ゲームソフト事件上告審（最判平14.4.25）があります。 

事件の概要 家庭用ゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する

権利は、いったん適法に譲渡された複製物について消尽し、その効力は、当該複製物

を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為に及ぶか？ 

具体的事実 Ｘらは、家庭用テレビゲーム機用ソフトウェア（本件各ゲームソフト）

の各著作権者である。Ｙらは、Ｘらを発売元として適法に販売され、小売店を介して

需要者に購入され、遊技に供された本件各ゲームソフトを購入者から買い入れて、中

古品として販売している。第1審は、本件各ゲームソフトについての頒布権は消尽し

ない、としてＸらの請求を認容した。原審は、本件各ゲームソフトについての頒布権

は消尽する、としてＸらの請求を棄却した。Ｘらは、原審の判断を不服として上告受

理申立てをし、上告が受理された。 

判決 上告棄却。当審は、ＢＢＳ並行輸入事件（最判平9.7.1）を判例として、著作

物又はその著作物を譲渡する場合にも、原則として妥当するというべきであると判断

した。 

 著作権法26条は、映画の著作物についての頒布権が消尽するか否かについて、何ら

の定めもしていない以上、消尽の有無は、専ら解釈にゆだねられていると解される。

そして、本件のように公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用

いられる映画の著作物の複製物の譲渡については、市場における商品の円滑な流通を
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確保するなどの観点から、当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適

法に譲渡されたことにより、その目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の

効力は、当該複製物を公衆に譲渡する行為には及ばないものと解すべきである。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１３．ある有名な歌手が作詞作曲した曲の歌詞の一節が、マンガのフレーズを盗作し

たのではないかが争われた事件がありました。意図的に盗作をしたということが事実

であれば問題とは思いますが、過去にそのマンガを読んだときの記憶が頭の片隅に残

っていて、作詞をするに際して、そのフレーズが頭に浮かんできたような場合でも問

題となるのでしょうか？ 

Ａ．この場合、問題となったフレーズの内容にもよりますが、マンガに依拠して盗作を

したという事実が証明できなければ、著作権侵害に問うことは困難と思われます。ま

た、依拠した事実が証明できたとしても、類似していると判断されるかどうかは別で

あり、問題となることは少ないと思われます。 

＜本件のテーマ＞翻案権（言語の著作物の翻案の意義） 

参考として、江差追分事件（最判平13.6.28）があります。 

事件の概要 テレビ番組のナレーションが、ノンフィクション書籍（言語の著作物）

に依拠して創作され、同一性を有するとした場合、翻案に当たるか？ 

具体的事実 Ｘは、江差追分に関するノンフィクション「北の波濤に唄う」と題する

書籍（本件著作物）の著作者であり、Ｙ１はテレビ番組制作者（ＮＨＫ）、Ｙ２はＮ

ＨＫ函館放送局副部長で、「ほっかいどうスペシャル・遙かなるユーラシアの歌声－

江差追分のルーツを求めて」（本件番組）の現場責任者であった。Ｘは、本件番組は

、本件著作物の著作権（翻案権と放送権）、著作者人格権等を侵害するものであると

して、損害賠償等を請求した。第１審と原審は、本件番組のナレーションは、本件著

作物のプロローグの翻案に当たるとして、一部請求を認めた。Ｙらが上告受理申立て

。 

 

特に問題とされた箇所を以下に対比して示す。 

本件著作物（プロローグ） 本件番組（ナレーション） 

その江差が、9月の2日間だけ、とつぜん幻の

ようにはなやかな1年の絶頂を迎える。日本

じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分

全国大会が開かれるのだ。町は生気をとりも

9月、その江差が、年に一度、か

つての賑わいを取り戻します。

民謡、江差追分の全国大会が開

かれるのです。大会の3日間、町
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どし、かつての栄華が甦ったような一陣の熱

風が吹き抜けていく。 

は一気に活気づきます。 

 

判決 破棄自判（Ｘの請求棄却）。既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思

想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現

上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するに過ぎない場合には

、翻案には当たらない。現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であ

るとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるものでＸに特有の認識ないし

アイデアであるとしても、その認識自体は著作権法上保護されるべき表現ではなく、

本件ナレーションは、本件プロローグを翻案したものとはいえない。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１４．インターネット上で写真をダウンロードし、自分のパソコンで写真の一部を加

工したものをフェイスブックで使用しようと考えています。パロディとして使用する

分には問題ないと思うのですが、いかがでしょうか？ 

Ａ．まず、写真に著作権が存在していないかを確認する必要があります。次に、自分で

はパロディと思っていても、著作権者から見ればパロディと思わない場合もあります

ので、それらの点に十分注意して使用上問題ないかどうかを確認するようにしてくだ

さい。 

＜本件のテーマ＞写真の改変（モンタージュ写真） 

参考として、パロディ事件第１次上告審判決（最判昭55.3.28）があります。 

事件の概要 他人（山岳写真家）が著作した写真を改変して利用することによりモン

タージュ写真を作成して発行した場合、著作者人格権侵害に当たるか？ 

具体的事実 Ｘは、自ら撮影したカラー写真を写真集などに発表していた。Ｙは、Ｘ

写真の一部を切り取り、雪の斜面上に巨大なスノータイヤの写真を合成し、白黒写真

として複製したモンタージュ写真を、Ｘの氏名を表示しないで、写真集や雑誌に発表

した。Ｘは、Ｙの行為が、Ｘ写真についての複製権（著作権）と同一性保持権（著作

者人格権）を侵害するものとして、損害賠償の支払いを謝罪広告の掲載を求めて提訴

した。 

 Ｙは、著作権侵害の主張に対し引用（旧著作権法30条1項2号）を主張したが、第1

審は、著作権と著作者人格権の侵害を認めて、Ｘの請求を全部認容し、Ｙが控訴した

。原審で、Ｘは、著作権侵害（偽作）の主張を撤回したが、原審は、引用の主張につ

いて判断し、原著作物を引用する程度、態様が、Ｙの著作の目的からみて必要かつ妥

当であり、原著作者の受忍限度の範囲内であるとして、第1審判決を取り消し、Ｘの
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請求を棄却した。Ｘが上告。 

判決 破棄差戻し。引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、

引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別し

て認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると

認められる場合でなければならないというべきであり、引用される側の著作物の著作

者人格権を侵害するような態様でする引用は認められない。本件モンタージュ写真か

ら本件写真における本質的な特徴自体を直接感得することは十分できる（Ｙ写真に取

り込まれたＸ写真の部分が従たるものとして引用されているということはできない）

ものである。そうすると、Ｙのした上記のような本件写真の利用は、Ｘが本件写真の

著作者として保有する本件写真についての同一性保持権を侵害する改変であるとい

わなければならない。 

（中山英明） 

 

 

Ｑ１５．美術論文の補足図版として他人の著作物である絵画を複製し、これを収録した

美術書籍を頒布する行為は、著作権法32条1項の「引用」に当たりますか？ 

Ａ．美術論文の補足図版自体が鑑賞性を有する図版として、独立性を有するものである

場合、「引用」には当たらないと考えます。 

＜本件のテーマ＞引用 

上記のＱ＆Ａは、藤田嗣治絵画複製事件（東京高判昭60.10.17）の事例です。 

具体的事実 Ｙは、その発行する「原色現代日本の美術第7巻近代洋画の展開」と題

する書籍（本件書籍）に収録された美術史家Ａの論文「近代洋画の展開」の補足図版

として使用するため、本件書籍に故レオナールフジタ（フランス国籍、日本名藤田嗣

治）の著作物である12点の絵画（本件絵画）を複製して掲載した。フジタの相続人（

妻）であるＸは、フジタの著作物に係る著作権を相続により取得したところ、Ｙの上

記行為が複製権侵害に当たると主張して、本件絵画の複製、本件書籍の頒布の差止め

、本件絵画を撮影したフィルム等の廃棄及び損害賠償等を求めた。これに対し、Ｙは

、引用（著作権法32条1項）の抗弁などを主張した。原審は、引用の抗弁を排斥し、

Ｘの差止め及び廃棄請求を認容し、損害賠償請求を一部認容した。そこでＹが控訴。 

判決 原判決変更（損害賠償額を減額）。引用著作物が言語著作物であり、被引用著

作物が美術著作物である場合には、読者の一般的観念に照らして、美術著作物が、言

語著作物の記述に対する理解を補足し、あるいは右記述の例証ないし参考資料として

右記述の把握に資することができるように構成されているというような付従的性質

のもの以外ではないときに限り、両著作物の間に著作権法32条1項にいう「引用」に

当たるための要件である主従関係があると解するのが相当である。 美術全集への絵
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画の複製物の掲載につき、右絵画の複製物は、これを引用して利用する美術史論文の

理解を補足し、同論文の参考資料としてその記述を把握しうるように構成されている

側面は存するが、そのような付従的性質のものであるに止まらず、それ自体鑑賞性を

有する図版として、独立性を有するから、右掲載は著作権法32条1項にいう「引用」

に当たらない。 

 このように本判決は、引用に当たる要件を詳細に判示した点に特徴があるが、その

当否については、近時疑問が呈される状況にある。近時、著作権法32条1項の要件と

して明文で規定されている公正な慣行に合致する場合で、かつ、引用の目的上正当な

範囲内で行われるものである場合に該当するか否かをストレートに判断する方向性

が示されている。 

（中山英明） 
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 著作権Ｑ＆Ａ（著作権の制限） 

 

注：以下の設問に対する回答は、いずれも設問と類似の事件についての裁判所の判断

の主要部分を紹介しており、一般的論点については余り論じていないことをお断りし

ます。 

Ｑ１．ハードディスクレコーダーのメーカーが，その親機をユーザーにレンタルして

日本国内のメーカー管理の保管場所に設置し，その親機に対応する子機をユーザー

に貸与又は譲渡することにより，当該ユーザーにインターネットを通じてその子機

から親機に日本国内でテレビ放送される放送番組の録画を指示させて，親機がその

指示どおり自動的に録画するとともに，インターネットを通じて子機にこれを送信

し，ユーザーがこれを複製及び視聴をすることができるサービスを無償で提供する

ことは，当該放送番組の著作権を侵害しますか？ 

Ａ 類似の案件（ロクラクⅡ事件）について裁判で争われたことがあります。設問の

ような放送番組の複製サービス提供業者に対して，放送局が，放送番組についての

複製権を侵害すると主張したのに対し，業者は，番組はユーザーが複製しているも

ので業者が複製しているのではないと争いました。第一審（侵害）と控訴審（非侵

害）は判断が分かれましたが，最高裁判所は，「サービス提供者は，単に複製を容

易にするための環境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，

放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという，複製機

器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており，複製時におけ

るサービス提供者の上記各行為がなければ，当該サービスの利用者が録画の指示を

しても，放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり，サービス提供者

を複製の主体というに十分であるからである。」として，サービス提供業者の行為

が放送番組についての放送局の複製権を侵害すると判断しました（最高裁判所平成

２３年１月２０日判決。裁判所ホームページ判決集）。 

  著作物は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用

すること（以下『私的使用』という。）を目的とするときは，次に掲げる場合を除

き，その使用する者が複製することができる。」（§３０Ⅰ）とされています。こ

の規定によって，私的使用をする者が自ら複製することが原則的に許されています。

例外とされているのは，①店舗に設置されている自動ダビング装置（書面のコピー

機を除きます。）を用いる場合，②コピープロテクトを外して又はそれを知って行

う場合，③著作権を侵害してインターネット配信された録音又は録画であることを

知って行う場合です。今では家庭用のテレビやレコーダーで放送番組の予約録画が

簡単に，しかも同時に複数番組の録画が可能になっていますから，他人に録画を依

頼する必要がほとんどないと思いますが，それでも，使用者が加入していない有料
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放送や受信できない地域の放送番組などでは他人に録画を依頼することがあるかも

しれません。その場合私的使用の規定の適用があるかどうかが問題になりますが，

大きく２つの問題点(ア)私的使用といえるか，(イ)使用者が複製するといえるかに

ついて検討する必要があります。 

  (ア)私的使用というには，個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲

内で使用する場合でなければなりませんが，一人か，同一家庭内か特定の少人数で

同一の目的のグループ（少数の音楽グループなど）などで使用する場合に限られま

す。 

  (イ)使用者が複製するというのは，(ア)に該当する場合の私的使用をする者が複

製することであって，そうでない者が複製をする場合はこれに該当しません。設問

の場合は，この点が問題になります。先に引用した最高裁判所の判決は，この点を

問題にしたもので，「複製の主体の判断に当たっては，複製の対象，方法，複製へ

の関与の内容，程度等の諸要素を考慮して，誰が当該著作物の複製をしているとい

えるかを判断するのが相当である」ということを前提に，結論として「放送番組等

の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて，サービスを提供する者（以

下「サービス提供者」という。）が，その管理，支配下において，テレビアンテナ

で受信した放送を複製の機能を有する機器（以下「複製機器」という。）に入力し

ていて，当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われ

る場合には，その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても，サー

ビス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。」と判断しています。

結局，業者は違法な複製をして放送番組の著作権を侵害したことになりました。 

  ちなみに，設問の事案のユーザーは，サービス提供業者の違法な複製による複製

物を複製した場合，その複製も違法になります。したがって，(ア)に記載の「限ら

れた範囲」外の単なる友人に依頼して放送番組の録画を依頼したときも，その友人

が（自ら使用するのではなく）依頼者の使用のために自らのレコーダーで録画した

場合には，§３０Ⅰの適用がなく，違法ということになりますので注意が必要です。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ２．次のような方法で，顧客から顧客所有の書籍の電子書籍化の依頼を受けて電子

書籍を作成して納付する事業は原著作物の著作権を侵害しますか？ 

①利用者が業者に書籍の電子ファイル化を申し込む。 

②利用者はが業者に書籍を送付する。 

③業者が書籍をスキャンしやすいように裁断する。 

④業者が裁断した書籍を業者が管理するスキャナーで読み込み電子ファイル化す
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る。 

⑤完成した電子ファイルを利用者がインターネットにより電子ファイルのままダ

ウンロードするか又はＤＶＤ等の媒体に記録されたものとして受領する。 

Ａ 書籍の内容が著作物であることを前提にします。 

  書籍をスキャンして電子ファイル化することは，有形的に複製することに当りま

す。ただ，書籍の所有者が自ら使用するために複製をした場合は，著作権法§３０

Ⅰによって複製権の侵害には当りません。設問の場合，この複製が自ら使用するた

めであることは明らかです。そこで，利用者が当該書籍を複製したといえるかどう

かが問題になります。 

  これに関して，設問と類似の事案について東京地方裁判所の判決（平成２５年９

月３０日判決。判例時報２２１２号８６頁）があります。消費者が書籍を電子書籍

化することを一般に「自炊」と読んでいますが，その自炊を書籍所有者に代わって

行うことを業とする自炊代行業者が多数存在しており，マンガや小説の著作者がそ

の著作物の複製である書籍の自炊を代行した業者に対して，自己の著作物の自炊の

差止と損害賠償を請求して訴訟を提起したのです（自炊代行事件）。この判決は，

Ｑ１で紹介した最高裁判所の判決（平成２３年１月２０日判決）が示した「複製の

主体の判断に当たっては，複製の対象，方法，複製への関与の内容，程度等の諸要

素を考慮して，誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当で

ある」という基準を引用したうえ，「一連の経過において，複製の対象は利用者が

保有する書籍であり，複製の方法は，書籍に印刷された文字，図画を法人被告らが

管理するスキャナーで読み込んで電子ファイル化するというものである。電子ファ

イル化により有形的再製が完成するまでの利用者と法人被告（筆者注：法人の代表

者も損害賠償請求の被告とされているため判決では自炊代行を業とした法人を法人

被告と称しています。）らの関与の内容，程度等をみると，複製の対象となる書籍

を法人被告らに送付するのは利用者であるが，その後の書籍の電子ファイル化とい

う作業に関与しているのは専ら法人被告らであり，利用者は同作業には全く関与し

ていない。以上のとおり，本件における複製は，書籍を電子ファイル化するという

点に特色があり，電子ファイル化の作業が複製における枢要な行為というべきであ

るところ，その枢要な行為をしているのは，法人被告らであって，利用者ではない。」

（法人被告とは設問の事案では業者に当ります。）として，利用者が自ら複製した

とはいえないと判断しました。複製主体と認められる者が，他人の使用のために複

製をすることは§３０Ⅰの適用がないというわけです。 

  なお、この判決に対して、業者の１社のみが控訴しましたが、知的財産高裁は平

成２６年１０月２２日控訴を棄却し、東京地裁の判断を支持しました。その後当該

業者は最高裁に上告しています。 
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（相羽洋一） 

 

 

Ｑ３．パロディとして，他人のカラー写真を基に，その一部を省いたうえ，他の部分

に別の写真を重ね，これを白黒の写真に複写してモンタージュ（合成）写真を作成

することは原写真の著作権や原著作者の著作者人格権を侵害しますか？ 

Ａ 設問に似た事案が訴訟になっています。原写真は，遠方に雪をかぶった山々が左

右に連なり，その手前に雪におおわれた広い下り斜面が開けている山岳の風景及び

右側の雪の斜面をあたかもスノータイヤの痕跡のようなシユプールを描いて滑降し

て来た６名のスキーヤーを俯瞰するような位置で撮影した画像で構成された点に特

徴があると認められるカラーの写真でしたが，モンタージユ写真作成者は，原写真

の撮影者に無断で，その写真の左側のスキーヤーのいない風景部分の一部を省いた

ものの右上側で右シユプールの起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの

写真を右斜面の背後に連なる山々の一部を隠しタイヤの上部が画面の外にはみ出す

ように重ね，これを白黒の写真に複写して合成写真を作成し，これを雑誌に掲載し

ました。そこで，原写真の著作者（撮影者）が，著作者人格権としての同一性保持

権の侵害だとして損害賠償請求等をしたものです。 

  原写真の一部を削除してそれに新たな写真の一部を追加したのですから，原写真

を翻案したものであり，同一性も失わさせているので，翻案権及び同一性保持権の

侵害になると考えられます。そこで，設問のモンタージュ写真の作成が適法かどう

かは著作権法§３０以下（著作者人格権について§１０２で準用）の権利の制限に

関する規定のどれかに該当するかどうかに懸かることになります。 

  パロディの作成に関しては，これを一定の要件の下で適法としているフランスと

異なり，日本の著作権法は全く触れていませんので，パロディであるということだ

けでは権利制限の対象にはならないと解されています。したがって，権利の制限と

して可能性があるのは§３２Ⅰの引用ということになります。 

  引用の要件について，前記の訴訟の第１次上告審の最高裁判所の判決（モンター

ジュ写真事件。昭和５５年３月２８日判決。最高裁判所民事判例集３４巻３号２４

４頁，判例タイムズ４１５号１００頁）は「引用とは，紹介，参照，論評その他の

目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解

するのが相当であるから，右引用にあたるというためには，引用を含む著作物の表

現形式上，引用して利用する側の著作物と，引用されて利用される側の著作物とを

明瞭に区別して認識することができ，かつ，右両著作物の間に前者が主，後者が従

の関係があると認められる場合でなければならないというべき」だとしています。

そして前記の事実関係では「本件モンタージユ写真に取り込み利用されている本件
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写真部分は，本件モンタージユ写真の表現形式上前説示のように従たるものとして

引用されているということはできない」として，著作者人格権の侵害を認めていま

す。（この最高裁判決はいろいろな問題点を含んでいて多くの批評が出ていますが，

ここでは引用に当るかどうかについてのみ紹介しました。） 

  設問のような場合には著作権法の容認する「引用」に該当しないことは，一般的

な感覚としても是認できると思います。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ４．休刊又は廃刊となった各雑誌の最終号の表紙，休廃刊に際し出版元等の会社や

その編集部，編集長等から読者宛に書かれた挨拶文あるいはイラスト等を集めた書

籍を出版することは，これらの挨拶文等の著作権を侵害しますか？ 

Ａ これも設問と類似の事件が訴訟になっています。いわゆる「ラストメッセージ in 

最終号」事件で東京地方裁判所平成７年１２月１８日判決（判例タイムズ９１６号

２０６頁）がそれです。事案の概略は次のようです。被告の出版社は，昭和６１年

から平成５年にかけて廃刊となった，他の出版社の発行していた雑誌合計２８６誌

の編集長等から読者宛への廃刊の挨拶記事やイラスト等を，その表紙とともに電子

複写機で複写したうえ写真製版して年度別に纏め，「ラストメッセージ in 最終号」

と題した書籍を発行しました。被告は予めこれらの雑誌を発行していた約２００社

に掲載の承諾を求めましたが，５０数社が承諾，２０社が拒否，残り約１２０社が

無回答でした。そのため拒否した６社と無回答の４社（対象は合計４５誌）とが原

告となり，被告を相手に原告らの挨拶記事の複製権の侵害であるとして，被告書籍

の発行及び頒布の差止と損害賠償を請求したものです。これに対して被告は，挨拶

記事は廃刊等の事実の伝達に過ぎない雑報であって著作物ではない，著作物である

としてもアメリカ著作権法で認められているフェアユースであり，あるいは単なる

引用に過ぎないと争いました。 

  裁判所は，それぞれの記事が著作物かどうかについて「休廃刊に際し出版元等の

会社やその編集部，編集長等から読者宛に書かれたいわば挨拶文であるから，この

ような性格からすれば，少なくとも当該雑誌は今号限りで休刊又は廃刊となる旨の

告知，読者等に対する感謝の念あるいはお詫びの表明，休刊又は廃刊となるのは残

念である旨の感情の表明が本件記事の内容となることは常識上当然であり，また，

当該雑誌のこれまでの編集方針の骨子，休廃刊後の再発行や新雑誌発行等の予定の

説明をすること，同社の関連雑誌を引き続き愛読してほしい旨要望することも営業

上当然のことであるから，これら五つの内容をありふれた表現で記述しているにす

ぎないものは，創作性を欠くものとして著作物であると認めることはできない。」
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として７誌の挨拶記事は著作物性を否定し，その余の３５誌については「執筆者の

個性がそれなりに反映された表現として大なり小なり創作性を備えているものと解

され，著作物である」としました。 

そして，フェアユースの抗弁については「３０条ないし４９条に著作権が制限さ

れる場合やそのための要件を具体的かつ詳細に定め，それ以上に『フェア・ユース』

の法理に相当する一般条項を定めなかったのであるから，著作物の公正な利用のた

めに著作権が制限される場合を右各条所定の場合に限定するものであると認められ

る。」としてフェアユースの適用の主張を排斥しました。 

また引用の抗弁についても「編集物の素材として他人の著作物を採録する行為は，

引用に該当する余地はないものと解するのが相当である。即ち，著作権法３２条１

項の第１文は，『公表された著作物は，引用して利用することができる。』と定め

ているから，引用した側の著作物の複製等の利用の際に必然的に生ずる引用された

著作物の利用に，その引用された著作物の著作権は及ばないことは明らかである。

これに対し，同法１２条は，（中略）２項において，『前項の規定は，同項の編集

物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。』と定めているか

ら，（中略）いわゆる編集著作物の複製等の利用の際に必然的に生ずる編集物の部

分を構成している素材の利用に，その素材の著作物の著作権が及ぶことを意味する

ことも明らかである。してみると，編集物の素材として他人の著作物を採録する行

為を引用にあたるものとして，編集物の複製等の利用の際の素材の著作物の利用に，

その著作権が及ばないものとする余地はない」としてこれも認めませんでした。 

他人の文章を集めて編集著作物を作成するときは，素材に明らかに著作物性が認

められない場合を除いてその著作者の承諾を得ることが不可欠といえます。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ５．絵画の鑑定を業とする者が，絵画の所有者である美術商からの依頼に基づき，

その絵画の「作品題名」，「作家名」，「寸法」等を記載した鑑定証書を作成し，

その裏面に，原画である絵画の面積の約４分の１に縮小したカラーコピーを添付し

た場合，原画である絵画の著作権を侵害しますか？ 

Ａ  設問と類似の事件がありました。鑑定書の裏面に著作物である絵画の縮小コピ

ーを添付したことが引用に当るかが争われました。知的財産高裁は，まず複製の成

否について，縮小したとしても原絵画と同一性の確認ができるものであり，本件コ

ピーの作製方法及び形式からして，原絵画の内容及び形式を覚知させるに足りるも

のであるから，原絵画の再製は，その著作権法上の「複製」に該当することが明ら

かであると認めたうえで「本件各鑑定証書は，そこに本件各コピーが添付されてい
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る本件各絵画が真作であることを証する鑑定書であって，本件各鑑定証書に本件各

コピーを添付したのは，その鑑定対象である絵画を特定し，かつ，当該鑑定証書の

偽造を防ぐためであるところ，そのためには，一般的にみても，鑑定対象である絵

画のカラーコピーを添付することが確実であって，添付の必要性・有用性も認めら

れることに加え，著作物の鑑定業務が適正に行われることは，贋作の存在を排除し，

著作物の価値を高め，著作権者等の権利の保護を図ることにもつながるものである

ことなどを併せ考慮すると，著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用するこ

とは，著作権法の規定する引用の目的に含まれるといわなければならない。」とし，

さらに「本件各鑑定証書の作製に際して，本件各絵画を複製した本件各コピーを添

付することは，その方法ないし態様としてみても，社会通念上，合理的な範囲内に

とどまるものということができる。」として，適法な引用であると認めました（知

的財産高等裁判所平成２２年１０月１３日判決。判例時報２１１４号１７４頁）。 

  鑑定書の意義からみても原著作物の縮小コピーを裏面に添付することは適正な引

用に当るという判断は正当だと考えられます。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ６．小学生用国語科検定教科書に掲載されている童話の文章の全部又は一部及びそ

のイラストの全部又は一部を上段枠内に抜粋して又は一部変更を加えて複製し，下

段に上段枠内の文章を題材とした設問と解答欄を設ける形式により，小学生用副教

材として小学校において配布することを目的とした「国語テスト」を出版すること

は原著作物の著作権を侵害しますか？ また，同様にして，国語ドリルや中学入試

用問題集として印刷・出版して全国の一般書店を通じて販売することはどうです

か？ 

Ａ 設問の２題についてはいずれも類似の事案が裁判で争われました。 

  前者は，教科書に掲載された複数の著作物の各原著作者が国語テストを製作販売

した複数の出版社に対して，各著作物の複製権の侵害並びに各原著作者の著作者人

格権（同一性保持権及び氏名表示権）の侵害だとしてその発行・販売等の差止と損

害賠償を請求したものです。出版社は国語テストへの掲載は「引用」あるいは「試

験問題」としての複製であり，複製権の侵害も著作者人格権の侵害もないと争いま

した。東京地裁は，引用の該当性については，設問など引用する側の著作物と引用

された著作物とは明白に区別できるとしたうえで，両者の主従の関係について「設

問は，本件各著作物に表現された思想，感情等の理解を問うものであって，上記問

題の設定，配列等における被告の創意工夫も，児童に本件各著作物をいかに性格に

読みとらせ，それをいかに適格に理解させるかということにあり，本件各著作物の
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著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものである。（中略）本件国語テ

ストにおける本件各著作物とそれ以外の部分の量的な割合等を総合すると，引用さ

れる側の著作物である本件各著作物が『従』であり，引用する側の著作物である本

件国語テストが『主』であるという関係が存するということはできない。」として，

著作権の制限としての引用には当らないと判断しました。さらに「試験問題」に当

るかについても，法３６条１項によって「著作権者の許諾を要せずに，問題として

著作物の複製をすることができる試験又は検定とは，公正な実施のために，試験，

検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性

があり，それ故に当該著作物の複製について，あらかじめ著作権者の許諾を受ける

ことが困難であるような試験，検定をいうものであって，そのような困難性のない

ものについては，複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠くものであり，

同条一項にいう『試験又は検定』に当たらないものと解するのが相当である。」と

前提したうえ，「本件国語テストは児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階にお

いて，教師が，各児童ごとにその学力の到達度を把握するものとして利用し，本件

国語テストの結果（得点）が，教師の児童に対する評価の参考となり得るものであ

ると認められる。（中略）教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テスト

に利用されることは，当然のこととして予測されるものであるから，本件国語テス

トについて，いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず，

そうすると，そのような秘密性の故に，著作物の複製について，あらかじめ著作権

者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということもできない。」

として「試験又は検定の問題」には当らないと判断しました。なお，著作者人格権

の侵害も認められています（東京地方裁判所平成１５年３月２８日判決。判例タイ

ムズ１１６６号２２３頁）。なお，東京地裁平成１８年３月３１日判決（判例タイ

ムズ１２７４号２５５頁）も同様の事案と結論です。 

また，後者については，教科書に掲載された複数の著作物の各原著作者が家庭用

教材としての国語ドリル（題材である本件各著作物の一部利用部分を問題文とし，

設問部分及び解答ないし解説部分で構成されている。）を製作販売した複数の出版

社に対して，各著作物の複製権の侵害並びに各原著作者の著作者人格権（同一性保

持権及び氏名表示権）の侵害だとしてその発行・販売等の差止と損害賠償を請求し

たものです。結論として東京地裁は，「引用」の該当性について前者の場合と同様

に「本件各著作物は，設問部分と明瞭に区別して認識することはできるものの，引

用される側の著作物である本件各著作物が『従』であり，引用する側の著作物であ

る本件各教材が『主』であるという関係が存するということはできないから，本件

各教材における本件各著作物の複製が，著作権法３２条１項所定の引用に当たると

いうことはできない。」と判断しました。そして，「試験問題」に当るか否かにつ
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いても前者の判決と同様に「試験又は検定の公正な実施のために，その問題として

いかなる著作物を利用するかということ自体を秘密にする必要性があり，そのため

に当該著作物の複製についてあらかじめ著作権者から許諾を受けることが困難であ

る試験又は検定の問題でない限り，著作権法３６条１項所定の『試験又は検定の問

題』ということはできない」ことを前提として，本件各教材がいずれも一般書店で

販売されている家庭用学習教材であることに照らして「本件各教材は，試験又は検

定の公正な実施のために，問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があるとは認め

られず，あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるということはできな

い。したがって，被告が本件各著作物を本件各教材に複製することが，著作権法３

６条１項所定の『試験又は検定の問題』としての複製に当たるとはいえない。」と

判断し，著作者人格権の侵害も認めました（東京地方裁判所平成１６年５月２８日

判決。判例タイムズ１１９５号２２５頁）。 

要するに，テスト問題の題材としての原著作物の利用は原則的に「引用」には当

らず，また「試験問題」に当る場合は極めて限定的に解釈されていることが明らか

となっています。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ７．社交ダンス教室において教習の際にＣＤ等に録音された音楽著作物を再生演奏

するのは，その音楽著作物の著作権を侵害しますか？ 

Ａ  社交ダンス教室においてＣＤプレイヤー等の録音物再生装置及び関連機器を設

置し，これを操作してＣＤ等に録音された管理著作物を含む音楽著作物を再生する

方法により演奏し，顧客が社交ダンス教室所属のダンス教師の指導を受けながら音

楽に合わせてダンスする形式で授業を行っていることに対して，音楽著作権管理団

体が各経営者に対して，管理著作物の演奏権の侵害として演奏の差止と損害賠償等

を請求した事案があります。主な争点は，本件演奏が公衆に対する演奏（法２２条）

に当り演奏権を侵害するかという点と著作権の制限としての非営利の演奏（法３８

条）といえるかという点でした。 

名古屋地裁は，ダンス教室は「ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人

的，物的条件が許容する限り，何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎

え入れることができ，このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著

作物の再生は，組織的，継続的に行われるものであるから，社会通念上，不特定か

つ多数の者に対するもの，すなわち，公衆に対するものと評価するのが相当である。」

として管理著作物の演奏権の侵害となりうることを前提に，ダンス教室の経営が営

利目的であることは明らかであるうえ，「社交ダンスの教授に際して音楽著作物を
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演奏することは必要不可欠であり，音楽著作物の演奏を伴わないダンス指導しか行

わない社交ダンス教授所が受講生を獲得することはおよそ困難であって，そのよう

な社交ダンス教授所が施設を維持運営できないことは明らかである」として本件各

施設における音楽著作物の利用は営利を目的とするものであるとして，非営利の演

奏とはいえないと判断して，管理著作物の演奏権の侵害を認めました（名古屋地方

裁判所平成１５年２月７日判決。判例タイムズ１１１８号２７８頁）。なお，控訴

審である名古屋高等裁判所平成１６年３月４日判決（判例時報１８７０号１２３頁）

でも演奏権侵害の点は維持されました（損害金は一部時効消滅により減額されてい

ます。）。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ８．カフェレストランの経営者がその店舗において，歌手，楽器奏者及び客に，歌

唱と楽器演奏により，他人の音楽著作物の演奏をさせ，これを来店した不特定多数

の客に聴かせることは当該音楽著作物の著作権を侵害しますか？ 

Ａ  設問の事例に似た事案が大阪地方裁判所で争われました。カフェレストランを

経営する業者が，歌手，楽器奏者及び客に，歌唱と楽器演奏により，音楽著作物の

管理をする団体が著作権を管理する音楽著作物の演奏（いわゆるライブやピアノ演

奏）をさせて来店した不特定多数の客に聴かせていることに対して，管理団体が，

店舗経営者に対して，演奏行為は管理著作物の著作権（演奏権）を侵害するもので

あるとして，本件店舗における管理著作物の使用（演奏）の差止め，その演奏に利

用される楽器及び音響装置の本件店舗からの撤去と，本件店舗への楽器及び音響装

置の搬入の禁止を求めるとともに，上記著作権（演奏権）侵害による不法行為に基

づき，管理著作物の使用料相当額及び弁護士費用の損害賠償等を求めました。なお

ライブ演奏は，経営者が主催するばかりではなく，外部の音楽家が主催することも

ありました。 

訴訟での争点は多々ありましたが，主なものは，経営者の主催ではないライブ演

奏について経営者が演奏の主体となるか，各演奏が演奏権の制限となる非営利の演

奏に当るかという点でした。 

大阪地方裁判所は，客からピアノ演奏に特別の料金を徴収しておらず（ライブ演

奏ではチャージを取っていた），演奏者に演奏料を支払っていなかったとしても，

本件店舗はこれらの演奏を売り物にして広告宣伝していたことや，演奏によって醸

成された雰囲気を好む客の来集を図り，現にそれによる利益を得ているものと評価

できるから本件店舗の経営者の主催する演奏の主体は経営者といえるとし，さらに

演奏家が主催するライブ演奏についても，それを行うことが本件店舗の基本的営業
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方針であり，実際にも本件店舗はちらしを作成してライブの開催を宣伝するほか，

チケットの販売，予約の受付等の事務を行い，求めがあった場合の楽器の提供を行

うなど，ライブが順調に開催されるための種々の支援も行っているのであって，ラ

イブ開催に対する被告の関与は決して小さなものではないというべきであるなどと

して同様に演奏主体は経営者にあるとしました。そのうえで，いずれの演奏も営利

目的ではないとはいえないとして，非営利目的の演奏であることを否定し，演奏権

の侵害を認めました（大阪地方裁判所平成１９年１月３０日判決。判例時報２００

０号１０３頁）。これに対して双方が控訴しましたが，大阪高等裁判所は，第三者

が主催するライブについて，「プロの演奏者又は後援会からライブ開催の申込みに

より行われ，演奏者が自ら曲目の選定を行い，ちらし等を作り，雑誌に掲載して広

告し，チケットを作って販売し，ライブチャージを取得するのであって，本件店舗

は，従業員が客からのライブチャージ徴収事務を担当し，例外的に予約を受け付け

ることがある以外，何らの関与もせず，演奏者等から店舗の使用料等を受領せず，

演奏者に演奏料も支払われないのであるから，本件店舗は，ライブを管理・支配せ

ず，基本的に，ライブ開催による直接の利益を得ていない。他方，本件店舗のコン

セプトに照らすと，本件店舗は，このようなライブを店の営業政策の一環として取

り入れ，かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意

図していた可能性も否定できないが，（中略）仮に一定程度の利益が生じるとして

も，管理著作物の利用主体を肯定することにはならない。そうすると，このような

形態のライブで，本件店舗が，演奏を支配・管理し，演奏による営業上の利益の帰

属主体であるとまではいうことができず，管理楽曲の演奏権を侵害したとは認めら

れない。」として経営者の責任はないとし，損害額を減少したほかは，原審の判断

を維持しました（大阪高等裁判所平成２０年９月１７日判決。判例時報２０３１号

１３２頁）。 

営利企業の店舗・事務所で演奏をサービスとする場合（ＢＧＭを含む）は，原則

として著作権者の演奏権を侵害するものといえますので，注意を要します。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ９．他人の著作物である論文を，要約して引用することは，その著作権を侵害しま

すか？ 

Ａ  設問によく似た事案として，血液型の研究等をして「『血液型と性格』の社会

史」という書籍（原告書籍）を出版した原告が，「小さな悪魔の背中の窪み―血液

型・病気・恋愛の真実―」という書籍（被告書籍）を執筆し，出版した被告と出版

社に対して，被告書籍が原告書籍の著作権（複製権、翻案権）及び著作者人格権（同
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一性保持権、氏名表示権）を侵害したとして、出版社に対し被告書籍の出版等差止

を、また、被告らに対し損害賠償の支払及び謝罪広告の掲載を請求した事件があり

ます。 

  被告書籍には、「「血液型と性格」の関係はなぜ“俗説”なのか……そのなかな

か単純ではない歴史」という節（被告書籍該当節）が含まれ，その節の中には，血

液型と性格の相関に関する学説等の歴史について触れた部分（被告書籍該当部分）

が含まれています。さらに，被告書籍該当部分の前に「『［血液型と性格］の社会

史』（松田薫著、河出書房新社）という本を手掛りに，その内容を要約する形で説

明してみよう。」との記載が，該当部分の後に「以上が，松田氏の前掲書から私な

りにまとめた，大正から昭和初期にかけての“血液型騒動”の顛末である。ちなみ

に，松田氏の著書は大変な労作で，近々改訂版が出るそうである。一読をお勧めす

る。」との記載があります。 

  訴訟での争点はいろいろありますが，主要な争点は，被告書籍該当部分が原告書

籍の要約的引用として法３２条１項及び４３条２号に該当して複製権・翻案権を侵

害しないといえるか，法２０条２項４号のやむを得ない改変に当たり著作者人格権

を侵害しないと言えるか，の点です。 

  大阪地方裁判所は，まず，原告書籍を読んだことのある一般人が被告書籍該当部

分を読めば右部分が原告書籍を要約したものと直接容易に認識できる程度に原告書

籍の表現の本質的特徴を具えているものというべきであって，被告書籍該当部分は

原告書籍の要約として翻案であると認めるのが相当であるとしたうえ，「引用」の

成否については，法３２条１項の解釈としても引用が原著作物をそのまま使用する

場合に限定されると解すべき根拠はないこと，他人の著作物の全体あるいは相当広

い範囲を引用する必要のある場合に，それを原文のまま引用するのでは他人の著作

物の全部又は広範な部分の複製を認めることになりその著作権者の権利を侵害する

程度が大きくなって，公正な慣行に合致するものとも正当な範囲内のものともいえ

なくなるおそれがあること，引用して利用しようとする者にとって要約したものを

利用すれば足り，全文を引用するまでの必要はない場合があること，原文の一部を

省略しながら切れ切れに引用することしか認めないよりも、原文の趣旨に忠実な要

約による引用を認める方が妥当であること，要約的引用が現実にも社会的に広く行

われていることを理由として，他人の著作物をその趣旨に忠実に要約して引用する

ことも同項により許容されるものと解すべきであるとしました。引用の場合同法４

３条２号が翻訳のみを規定していることに対しては同号の立法趣旨が念頭に置いて

いる事例とは利用の必要性，著作者の権利侵害の程度を異にするものであり，同条

２号には，翻案の一態様である要約によって利用する場合を含むものと解するのが

相当であるとしています。 
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  さらに，著作者人格権の侵害に関して，法４３条の適用により他人の著作物を翻

訳，編曲，変形，翻案して利用することが認められる場合は，他人の著作物を改変

して利用することは当然の前提とされているのであるから，著作者人格権の関係で

も違法性のないものとすることが前提とされているものと解するのが相当であり，

このような場合は，同法２０条２項４号所定のやむを得ないと認められる改変とし

て同一性保持権を侵害することにはならないと判断しました（東京地方裁判所平成

１０年１０月３０日判決。判例タイムズ９９１号２４０頁）。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ１０．路線バスの車体に描かれた絵画作品の写真を，絵画の作者に無断で幼児向け

に自動車の解説を目的とした図書の表紙などに掲載した書籍を出版・販売すること

は原絵画作品の著作権を侵害しますか？ 

Ａ  この設問に類似の事案が争われました。東京地方裁判所平成１３年７月２５日

判決（判例タイムズ１０６７号２９７頁）です。事案の概要は次のとおりです。著

名なアウトドアアーティストが車体周囲に絵画を描いた路線バスが横浜市内を走行

していましたが，出版社がその写真を撮影して絵本の表紙及び本文に各１枚掲載し

た「まちなかをはしる はたらくじどうしゃ」という書籍を製作・出版したので，

アーティストが出版社を相手に，自己の絵画の著作権を及び著作者人格権（氏名表

示権）を侵害したとして損害賠償請求をしたのです。 

出版社は，種々の反論をしましたが，主要な争点として，バスの車体に描かれた

絵画は，「街路，公園その他の一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の

外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているもの」である

からこれを利用することができる（§４６，４５Ⅱ）と主張し，他方アーティスト

はその除外事由である「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又

はその複製物を販売する場合」（§４６④）に当ると反論しました。 

裁判所は，まず，バスの車体周囲に描かれた絵画（原告作品）が著作物であるか

どうかについて，「原告作品を制作するに至った経緯，制作の目的，独特の表現手

法に照らすならば，原告作品が，原告の個性が発揮された美術の著作物であること

は疑う余地がない。」と著作物であることを認めました。続いて，「街路，公園そ

の他の一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見

やすい屋外の場所に恒常的に設置されているもの」かどうかについて，「一般公衆

に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の見やすい屋外の場所」とは，不特

定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと

解するのが相当であるとしたうえ，原告作品が車体に描かれた本件バスは，市営バ
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スとして，一般公衆に開放されている屋外の場所である公道を運行するのであるか

ら，原告作品もまた，「一般公衆に開放されている屋外の場所」又は「一般公衆の

見やすい屋外の場所」にあるというべきだと判断しました。そして，「恒常的に設

置する」とは，社会通念上，ある程度の長期にわたり継続して，不特定多数の者の

観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当であって，原告作品が車体に

描かれた本件バスは，特定のイベントのために，ごく短期間のみ運行されるのでは

なく，他の一般の市営バスと全く同様に，継続的に運行されているのであるから，

原告が，公道を定期的に運行することが予定された市営バスの車体に原告作品を描

いたことは，正に，美術の著作物を「恒常的に設置した」というべきだと判断しま

した。必ずしも一定の場所に固定する必要はないという解釈です。 

したがって，本件では§４６④の除外事由に該当しなければその写真を撮影して

出版した書籍（被告書籍）に掲載することも許されることになります。判決は同条

同号の除外事由の趣旨について，専ら複製物の販売を目的として複製する行為につ

いてまで著作物の利用を自由にすれば著作権者に対する著しい経済的不利益を与え

ることになりかねないため定めたものだとしたうえ，「被告書籍は，幼児向けに，

写真を用いて，町を走る各種自動車を解説する目的で作られた書籍であり，合計２

４種類の自動車について，その外観及び役割などが説明されていること，各種自動

車の写真を幼児が見ることを通じて，観察力を養い，勉強の基礎になる好奇心を高

めるとの幼児教育的観点から監修されていると解されること，表紙及び本文１４頁

の掲載方法は，右の目的に照らして，格別不自然な態様とはいえないので，本件書

籍を見る者は，本文で紹介されている各種自動車の一例として，本件バスが掲載さ

れているとの印象を受けると考えられること等の事情を総合すると，原告作品が描

かれた本件バスの写真を被告書籍に掲載し，これを販売することは，『専ら』美術

の著作物の複製物の販売を目的として複製し，又はその複製物を販売する行為には，

該当しないというべきである」と判断して，前記§４６④の除外事由には当らない

としました。 

なお，氏名表示権の侵害の成否については，「被告書籍中に，原告作品の著作者

氏名の表示はされていない。しかし，前記のとおり，被告書籍における著作物の利

用の目的及び態様に照らし，著作者氏名を表示しないことにつき，その利益を害す

るおそれがないと認められる」として著作者人格権の侵害も否定しました。ただし，

判決は§４８Ⅰ③についての解釈は示していません。 

（相羽洋一） 

 

 

Ｑ１１．著名画家の絵画展の主催者が，展覧会の各会場で頒布するため，展示の各絵
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画を複製・掲載したカタログを制作して，展覧会開催中の会場において販売するこ

とは原絵画の著作権を侵害しますか？ 

Ａ  設問に類似の事案で訴訟で争われたのはいくつもありますが，そのうちの一つ

は「ダリ展事件」と呼ばれる事件で，主催者が「スペインの幻想『ガウディとダリ

の世界展』」との名称で開催した展覧会で販売するため展示の絵画を複製，掲載し

たカタログを制作して販売したのに対し，展示の絵画の著作権者がその販売の差止

と損害賠償を請求したものです。著作権の侵害の成否に関して主催者は，本件カタ

ログは§４７の「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的

とする小冊子」に当るから展示絵画の複製を掲載できると主張しましたが，東京地

裁は結論として著作権の侵害を認めました（平成９年９月５日判決。判例タイムズ

９５５号２４３頁）。その理由は次のとおりです。 

まず，「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする

小冊子」の解釈として，「著作権法４７条に規定する観覧者のために美術の著作物

又は写真の著作物の解説又は紹介を目的とする小冊子とは、観覧者のために展示さ

れた著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小型のカタログ、目録又は図録

等を意味するものであり、解説または紹介を目的とするものである以上、内容にお

いて著作物の解説が主体になっているか、又は著作物に関する資料的要素が相当に

あることを必要とするものと解すべきであり、また、展示された原作品を鑑賞しよ

うとする観覧者のために著作物の解説または紹介をすることを目的とするものであ

るから、掲載される作品の複製の質が複製自体の鑑賞を目的とするものではなく、

展示された原作品と解説又は紹介との対応関係を視覚的に明らかにする程度のもの

であることを前提としているものと解され、たとえ、観覧者に頒布されるものであ

っても、紙質、判型、作品の複製態様等からみて、複製された作品の鑑賞用の図書

として市場において取引されるものと同様の価値を有するものは、実質的に画集に

ほかならず、同条所定の小冊子に該当しない。一定の主題の展覧会の機会に、日本

全国あるいは世界各国から貸与を受けた作品、個人所蔵の作品等、一般人には日常

は接することのできない作品の質の良い複製を掲載したカタログを発行し、観覧者

が後日これを鑑賞検討し、原作品を想起するために供することは文化的、学術的に

は意義のあることであるけれども、そのことをもって市販の観賞用の画集と同様の

ものを著作権法４７条所定の小冊子として複製権が及ばないものとするのは相当で

ない。」と判示しました。そのうえで，本件カタログについて「本件カタログは、

展示作品についての資料的要素が乏しく、掲載された作品の複製を鑑賞することを

主眼としていることはその掲載態様から明らかで、本件カタログの紙質、カラー印

刷が多いこと、判型、掲載された作品の大きさ等の体裁においても、作品の複製に

よる鑑賞用の画集として市中に販売されるものとなんら遜色がないものということ
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ができるから、著作権法４７条にいう「小冊子」に当たるものとはいえない。」と

判断して§４７の小冊子であることを否定しました。 

  なお，この事案は，著作者のダリが原告に対して一時的に著作権を譲渡したこと

により原告が訴訟を提起したものですが，一時的譲渡の効力についても争われ，結

論として裁判所は一時的譲渡を認めています。さらに，この事案では，原告は，こ

の展覧会の会場を提供し主催者から委託を受けて本件カタログを販売した百貨店に

ついても§１１３②のみなし侵害行為の責任を追及しましたが，判決は，百貨店は

「情を知って」いたとはいえないとしてその責任を認めませんでした。 

ちなみに，カタログと小冊子の問題は，他に東京地裁平成元年１０月６日判決（判

例タイムズ７１０号２３４頁）や同平成１０年２月２０日判決（判例タイムズ９７

４号２０４頁）の事件でも争われましたが，いずれも上記と同様カタログは小冊子

とは認定されませんでした。 

（相羽洋一） 
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著作権Ｑ＆Ａ（著作権に関する契約など） 

 

Ｑ１．私が創作し、変名で公表された小説について、当該小説の創作に全く関与してい

ない者の実名が登録されていることを発見しました。この実名登録を抹消することは出

来ますか？ 

 

Ａ１．実名登録の抹消を申請することで、当該登録の抹消をすることが出来ますが、注

意しなければならないのは、実名登録の抹消は、原則として、実名登録の『申請者』が

申請しなければならないということです。つまり、今回の場合には、原則として、『当

該小説の創作に全く関与していない者』が、小説の実名登録の抹消を申請する必要があ

るということになります。もし、『当該小説の創作に全く関与していない者』が、小説

の実名登録の抹消を申請することを拒否した場合には、裁判を行うことが必要となりま

す。 

 

＜ 著作権者にも実名の登録の抹消をすることが出来ることを認めた裁判例 ＞ 

 『フジサンケイグループ事件（東京高判平成９年８月２８日）』 

 

【判決一部抜粋】 

「・・・無名又は変名で公表された著作物について著作者でない者のために実名の登録

がされている場合、真の著作者は、その著作者としての人格権に基づき、真実に反する

実名の登録の抹消を請求することができるものである。 

 そして、無名又は変名で公表された著作物の著作権者も、不実の実名登録の抹消登録

手続を求めることができるものである。・・・」 

（小早川俊一郎） 

 

 

Ｑ２．Ａ社出版の雑誌に掲載するため、風景の写真の撮影をＡ社から依頼されました。

私は、風景の写真を複数枚撮影し、撮影した風景の写真全ておよび当該風景の写真のデ

ータ全てをＡ社へ送付しました。後日、Ａ社出版の雑誌を確認したところ、私が撮影し

た風景の写真が、記事だけでなく、雑誌の表紙においても掲載されていました。私とし

ては、雑誌の表紙に掲載する予定のものとして依頼を受けていないつもりでしたし、雑

誌の表紙に掲載することも許可していませんが、Ａ社の行為は著作権法上問題とはなら

ないのですか？ 

 

Ａ２．著作権法上、著作物の利用の許諾を得た者は、その許諾に係る範囲内において、

その許諾に係る著作物を利用することができます（６３条２項）。そして、許諾に係る

「範囲外」の著作物の利用は著作権の侵害となります。そのため、撮影された風景の写
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真の使用をＡ社出版の雑誌の記事に掲載する限りにおいて許諾する旨の合意があると

いうことであれば、「表紙」における風景の写真の利用は許諾に係る「範囲外」の利用

として著作権侵害に該当すると考えられますが、今回の場合、風景の写真の利用範囲は

不明確であると考えられます。著作物の利用範囲が不明確である場合、後述の裁判例で

提示されているように発注、受注、契約締結時の状況及び慣行等から当事者の合理的意

思解釈を行い、許諾の範囲を決定することになります。 

 

＜ 著作物の利用許諾範囲外の使用であるとして複製権侵害を認めた裁判例 ＞ 

 『イラスト表紙転用事件（東京地裁平成１９（ワ）４８２２号（平成１９年１１月１

６日判決）』 

 

【判決一部抜粋】 

「･･･発注書には、依頼内容として「折り紙と紙遊びに関するムックのプロセスカット

、遊び方のイラスト」の作成との記載がある。･･･プロセスカットとは、折り紙の作成

過程を示すため、折り方についての説明部分に付されるイラストであり、遊び方のイラ

ストとは、完成した折り紙の遊び方を読者に説明するため、折り紙の完成図に付される

イラストであって、いずれのイラストも、書籍の本文中に用いられることが予定されて

いるものであって、当然に表紙にも用いられることが予定されているものとはいえない

ことが認められ、・・・本文中のイラストを表紙に使用することが許容されるとの慣行

等があると認めることはできない。」 

（小早川俊一郎） 

 



（ 1 ）

著作者の権利（著作権）

著作物 ２Ⅰ①、６

(例示) 言語の著作物 １０Ⅰ① 【例外 １０Ⅱ】 写真の著作物 １０Ⅰ⑧、２Ⅳ

音楽の著作物 １０Ⅰ② プログラムの著作物 １０Ⅰ⑨、２Ⅰ⑩の２

舞踊、無言劇の著作物 １０Ⅰ③ 【例外 １０Ⅲ】

美術の著作物 １０Ⅰ④、２Ⅱ 二次的著作物 ２Ⅰ⑪、１１

建築の著作物 １０Ⅰ⑤ 編集著作物 １２

地図、図形の著作物 １０Ⅰ⑥ データベースの著作物 １２の２

映画の著作物 １０Ⅰ⑦、２Ⅲ

【権利の目的とならない著作物】１３①～④

著作者 ２Ⅰ②、１４

法人著作 １５

映画の著作者・著作権者 １６、２９、２Ⅰ⑩

共同著作物 ２Ⅰ⑫

著作者の権利の内容

◎著作者人格権 １７

公表権 １８

氏名表示権 １９

同一性保持権 ２０

（一身専属性） ５９、６０

◎著作権に含まれる権利（著作財産権） １７

・複製物の作成 ・複製物による著作物の提供

複製権 ２１、４９、２Ⅰ⑮ 頒布権 ２６、２Ⅰ⑲

・複製物によらない著作物の提示 譲渡権 ２６の２（原作品を含む）

上演権・演奏権 ２２、２Ⅰ⑯、２Ⅶ 貸与権 ２６の３、２Ⅷ

上映権 ２２の２、２Ⅰ⑰ ・二次的著作物に対する権利

公衆送信権・公の伝達権 ２３ⅠⅡ、２Ⅰ⑦の２・ 翻訳権・翻案権等 ２７

⑧・⑨の４・⑨の５、２Ⅴ 二次的著作物の利用に関する権利 ２８

口述権 ２４、２Ⅰ⑱、２Ⅶ

展示権 ２５

保護期間 ５１－５８

第三者による著作権の利用

著作権の制限 ３０－５０ 〔次頁参照〕

著作権の譲渡・消滅 ６１、６２

著作物の利用の許諾 ６３

裁定による著作物の利用 ６７－７０

補償金 ７１－７４（３３Ⅱ・３３の２Ⅱ・６７Ⅰ・６７の２Ⅳ・６８Ⅰ・６９）

出版権 ７９－８８

共同著作物等に関する権利の行使 ６４－６６

登録 ７５－７８の２

実演家等の権利（著作隣接権）
著作隣接権 ８９、９０

●実演家の権利 ２Ⅰ③、④

◎実演家人格権

氏名表示権 ９０の２

同一性保持権 ９０の３

（一身専属性）１０１の２、１０１の３

◎著作隣接権（許諾権）

録音権・録画権 ９１、２Ⅰ⑬・⑭

放送権、有線放送権 ９２、２Ⅰ⑧・⑨の２

送信可能化権 ９２の２、２Ⅰ⑨の５

譲渡権 ９５の２

貸与権等 ９５の３、２Ⅷ

◎対価請求権

放送の固定物等による放送の使用料 ９４Ⅱ

生の実演の放送の有線放送の使用料 ９４の２

ＣＤ等の放送等の利用料 ９５

ＣＤ等のレンタルの使用料 ９５の３Ⅲ

●レコード製作者の権利 ２Ⅰ⑤・⑥

◎著作隣接権（許諾権）

複製権 ９６、２Ⅰ⑮

送信可能化権 ９６の２、２Ⅰ⑨の５

譲渡権 ９７の２

貸与権等 ９７の３

◎対価請求権

ＣＤ等の放送等の利用料 ９７

ＣＤ等のレンタルの使用料 ９７の３

●放送事業者の権利 ２Ⅰ⑧・⑨ ●有線放送事業者の権利

◎著作隣接権（許諾権） ◎著作隣接権（許諾権）

複製権 ９８、２Ⅰ⑮ 複製権 １００の２、２Ⅰ⑮

再放送権、有線放送権 ９９、２Ⅰ⑧・⑨の２ 放送権、再有線放送権 １００の３、２Ⅰ⑧・

送信可能化権 ９９の２、２Ⅰ⑨の５ ⑨の２

テレビ放送の公の伝達権 １００ 送信可能化権 １００の４、２Ⅰ⑨の５

有線テレビ放送の公の伝達権 １００の５

保護期間 １０１

第三者による著作隣接権の利用

著作隣接権の制限 １０２、１０２の２ 〔次頁参照〕

隣接著作権の譲渡・消滅 １０３

実演、レコード、放送、有線放送の利用の許諾 １０３

補償金 １０２ⅥⅦ（１０２Ⅴ）

共有に係る著作隣接権等に関する権利の行使 １０３

登録 １０４

著作権法の構成

（ 2 ）

著作権・著作隣接権の制限 （無承諾による利用）

・私的使用、附随対象著作物の利用等

私的使用のための複製 ３０Ⅰ・１０２Ⅰ

附随対象著作物としての複製・翻案 ３０の２Ⅰ・１０２Ⅰ

附随対象著作物の利用 ３０の２Ⅱ・１０２Ⅰ

検討の過程における利用 ３０の３・１０２Ⅰ

技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用 ３０の４・１０２Ⅰ

・教育関係

検定教科書等への掲載 ３３

拡大教科書やデジタル録音図書等の作成のための複製 ３３の２・１０２Ⅲ

学校教育番組の放送やそのための複製 ３４

教育機関での複製 ３５Ⅰ・１０２Ⅰ

教育機関での公衆送信等 ３５Ⅱ・１０２Ⅰ

試験問題としての複製・公衆送信 ３６・１０２Ⅰ

・図書館関係

図書館等での複製 ３１Ⅰ・１０２Ⅰ

国立国会図書館の所蔵資料の電子化 ３１Ⅱ・１０２Ⅰ

国立国会図書館からの図書館資料のインターネット送信 ３１Ⅲ・１０２Ⅰ

国立国会図書館からインターネット送信された図書館資料の複製 ３１Ⅲ・１０２Ⅰ

国立国会図書館によるインターネット・オンライン資料の収集のための複製 ４２の４Ⅰ・１０２Ⅰ

国立国会図書館へのインターネット・オンライン資料の提供のための複製 ４２の４Ⅱ・１０２Ⅰ

・福祉関係

点訳のための複製 ３７Ⅰ

点訳データの蓄積・送信 ３７Ⅱ

視覚障害者等向けの録音図書等による複製・自動公衆送信 ３７Ⅲ・１０２ⅠⅣ

聴覚障害者等向けの字幕の作成等 ３７の２①・１０２Ⅰ

聴覚障害者等向け貸出し用の字幕入り映像等の作成 ３７の２②・１０２Ⅰ

・報道関係等

国等の機関での公開演説等の報道のための利用 ４０Ⅱ

時事の事件の報道のための利用 ４１・１０２Ⅰ

・立法、司法、行政関係

裁判手続、立法・行政のための内部資料としての複製 ４２Ⅰ・１０２Ⅰ

特許審査、薬事に関する事項などの行政手続のための複製 ４２Ⅱ・１０２Ⅰ

情報公開法等に基づく開示等のための利用 ４２の２・１０２Ⅰ

公文書管理法に基づく保存のための利用 ４２の３Ⅰ・１０２Ⅰ

公文書管理法等に基づく利用のための利用 ４２の３Ⅱ・１０２Ⅰ

・非営利・無料の場合の上演・演奏・上映・口述・貸与等関係

非営利・無料の場合の上演、演奏、上映、口述 ３８Ⅰ

非営利・無料の場合の本などの貸与 ３８Ⅳ・１０２Ⅰ

非営利・無料の場合のビデオなどの貸与 ３８Ⅴ

非営利・無料の場合の放送番組等の伝達 ３８Ⅲ

非営利・無料の場合の放送番組の有線放送 ３８Ⅱ・１０２Ⅰ

・引用、転載関係

引用 ３２Ⅰ・１０２Ⅰ

行政の広報資料等の転載 ３２Ⅱ・１０２Ⅰ

新聞の論説等の転載等 ３９

政治上の演説、裁判での陳述等の利用 ４０Ⅰ

・翻訳、翻案等による利用関係

著作物を利用できる場合の翻案等 ４３（３０Ⅰ・３３Ⅰ・３４Ⅰ・３５〔翻訳、編曲、変形、翻案〕、

３１Ⅰ①Ⅲ・３２・３６・３７ⅠⅡ・３９Ⅰ・４０Ⅱ・４１・４２〔翻訳〕、３３の２Ⅰ〔変形、翻案〕、

３７Ⅲ〔翻訳、変形、翻案〕、３７の２〔翻訳、翻案〕）

・美術品、写真、建築関係

美術品等のオリジナルの所有者による展示 ４５

屋外施設の美術品、建築物の利用 ４６

美術展の小冊子の製作 ４７

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等 ４７の２

・コンピュータ・ネットワーク関係

プログラムの所有者による複製など ４７の３

機器の保守、修理、交換の際の一時的な複製 ４７の４・１０２Ⅰ

ネットワークの送信障害の防止等のための複製 ４７の５・１０２Ⅰ

情報検索サービスの実施のための複製 ４７の６・１０２Ⅰ

情報解析のための複製など ４７の７・１０２Ⅰ

コンピュータ等を用いた著作物の利用に伴う複製 ４７の８・１０２Ⅰ

情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための複製 ４７の９・１０２Ⅰ

・放送局、有線放送局関係

放送局や有線放送局の一時的な複製 ４４・１０２Ⅰ

放送のための固定 ９３Ⅰ

放送のための固定物による放送 ９４Ⅰ

実演の放送の送信可能化 １０２Ⅴ

３９Ⅰ・４０ⅠⅣによる放送等の送信可能化等 １０２Ⅷ

著作権・著作隣接権の制限による複製物の譲渡 ４７の１０・１０２ⅠⅢⅣ

目的外使用等 ４９・９３Ⅱ・１０２Ⅸ

私的録音録画補償金 １０４の２－１０４の１０（３０Ⅱ・１０２Ⅰ）

出所の明示 ４８

・３２・３３ⅠⅣ・３３の２Ⅰ・３７Ⅰ・４２・４７による複製

・３４Ⅰ・３７Ⅲ・３７の２・３９Ⅰ・４０ⅠⅡ・４７の２による利用

・３２（非複製）・３５・３６Ⅰ・３８Ⅰ・４１・４６による利用（慣行あるとき）

・４３による翻案等

なお１０２Ⅱ（３２・３７Ⅲ・３７の２・４２・１０２ⅢⅣによる複製〔慣行あるとき〕）

紛争処理 １０５－１１１

権利侵害 １１２－１１８

罰則 １１９－１２４

著作権法の構成
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